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従
来
学
界
で
は
、
辛
亥
革
命
に
よ
る
中
華
民
国
政
府
の
成
立
（
’
九
一
二
年
）
か
ら
南
京
国
民
政
府
の
成
立
二
九
二
八
年
）
に
至
る

中
華
民
国
前
半
期
を
、
蓑
世
凱
の
死
（
一
九
一
六
年
）
を
境
に
北
京
政
府
に
よ
る
中
国
統
一
が
ま
が
り
な
り
に
も
保
た
れ
て
い
た
重
世
凱

政
権
期
（
一
九
一
二
～
一
六
）
と
、
中
国
全
土
が
実
質
的
に
分
裂
状
態
に
陥
っ
た
軍
閥
期
（
一
九
一
六
～
二
八
）
と
に
二
分
す
る
見
方
が

北
京
政
府
期
に
お
け
る
中
央
外
交
と
地
方
外
交
二
九
一
九
～
二
○
）
（
塚
本
）
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法
学
志
林
第
九
十
五
巻
第
三
号

一一

一
般
的
で
あ
る
。
こ
の
時
期
区
分
に
基
づ
き
、
軍
閥
期
（
’
九
一
六
～
二
八
）
の
中
華
民
国
に
関
し
て
、
中
央
政
府
で
あ
る
北
京
政
府
の

全
国
へ
の
実
効
支
配
は
失
わ
れ
、
全
中
国
は
地
方
軍
閥
が
各
地
に
割
拠
す
る
完
全
な
分
裂
状
況
に
陥
っ
た
と
す
る
見
方
が
学
界
で
は
一
般

（
１
）
 

的
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
軍
閥
混
戦
と
い
う
歴
史
像
で
は
、
一
星
世
凱
の
死
後
北
京
に
存
在
し
た
中
華
民
国
中
央
政
府
の
弱

体
化
が
進
み
、
ほ
と
ん
ど
有
名
無
実
の
も
の
と
化
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
臨
時
立
法
の
擁
護
を
掲
げ
て
一
九
一
七
年
に
成
立
し
た

広
東
政
府
に
関
し
て
は
、
中
華
民
国
の
正
統
の
中
央
政
府
と
自
己
主
張
し
、
西
南
護
法
省
の
支
持
を
受
け
て
は
い
た
も
の
の
、
そ
の
各
地

（
２
）
 

域
へ
の
実
効
支
配
は
ほ
と
ん
ど
無
に
等
し
く
、
北
京
政
府
以
上
に
中
央
政
府
と
し
て
の
実
体
に
乏
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

現
去
撰
寧
者
が
行
っ
て
い
る
研
究
の
究
極
的
な
曰
穰
は
、
外
交
と
い
う
方
面
か
ら
貢
世
凱
の
死
か
ら
南
京
国
民
政
府
の
成
立
に
至
る
時
期

（
従
来
の
一
般
的
な
時
期
区
分
で
は
軍
閥
期
）
の
北
京
政
府
へ
の
見
方
を
見
直
す
こ
と
に
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
北
京
政
府
と
各
地

方
政
府
（
主
に
省
政
府
）
の
外
交
ｌ
特
に
対
列
強
外
交
ｌ
に
お
け
る
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
で
焦
点
と
な
る
の

は
、
実
際
の
外
交
交
渉
に
お
い
て
北
京
外
交
部
と
各
地
方
交
渉
署
が
果
た
し
た
役
割
の
解
明
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
当
時
の
中
国
の
政

治
構
造
全
体
に
も
か
か
わ
る
多
様
か
つ
複
雑
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
ま
ず
具
体
的
な
外
交
案
件
の
処
理
過
程
の
分
析
か
ら
研
究
を

着
手
す
る
こ
と
に
す
る
。
筆
者
は
こ
の
観
点
か
ら
す
で
に
、
’
九
一
九
年
一
一
月
に
福
建
省
福
州
市
で
発
生
し
た
日
中
両
国
人
衝
突
事
件

（
福
州
事
件
）
の
外
交
的
処
理
に
関
す
る
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
福
州
事
件
の
外
交
的
処
理
に
お
い
て
は
中
央
政
府
（
具

（
３
）
 

体
的
に
は
北
一
宗
外
交
部
）
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
引
き
続
き
本
論
文
で
は
、
一
九
一
九
年
か

ら
二
○
年
に
か
け
て
湖
南
で
発
生
し
た
五
つ
の
中
日
両
国
人
衝
突
事
件
の
外
交
的
処
理
の
一
々
式
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
従
っ
て
、
本

論
文
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結
論
は
、
限
ら
れ
た
資
料
に
基
づ
い
て
、
し
か
も
限
定
さ
れ
た
事
例
の
検
討
か
ら
導
か
れ
る
中
間
的
な
も
の
で

あ
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
本
論
文
で
は
、
主
要
な
資
料
と
し
て
、
『
中
華
民
国
外
交
部
橋
案
』
と
日
本
の
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な
お
、
す
で
に
発
表
済
み
の
論
文
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
現
在
進
め
て
い
る
研
究
に
お
い
て
筆
者
は
こ
と
外
交
と
い
う
分
野
に
限
っ

て
い
え
ば
、
一
九
一
六
年
以
降
も
中
央
政
府
で
あ
る
北
京
政
府
（
具
体
的
に
は
北
京
外
交
部
）
の
役
割
が
実
質
的
に
き
わ
め
て
小
さ
か
っ

た
と
は
即
断
で
き
な
い
と
の
見
通
し
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
一
九
一
二
年
か
ら
一
一
八
年
に
い
た
る
時
期
を
哀
世
凱
政

権
期
と
軍
閥
期
に
二
分
す
る
従
来
の
見
方
は
必
ず
し
も
当
を
得
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
九
一
二
年
か
ら
二
八
年
ま
で
全
体
を
北
京

政
府
期
と
し
て
一
体
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
と
の
見
方
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
筆
者
が
現
在
行
っ
て
い
る
分
析
の
射
程
は
直

接
的
に
は
一
九
一
六
年
以
降
の
時
期
に
限
ら
れ
る
も
の
の
、
本
論
文
の
題
名
に
お
い
て
、
従
来
一
般
的
で
あ
っ
た
軍
閥
期
と
い
う
時
期
区

分
を
使
用
せ
ず
、
北
京
政
府
期
と
い
う
時
期
区
分
を
使
用
し
た
の
は
以
上
の
理
由
に
基
づ
く
。

具
体
的
な
事
例
分
析
に
入
る
前
に
、
ま
ず
こ
の
時
代
の
中
華
民
国
の
外
交
、
特
に
対
列
強
外
交
の
枠
組
み
を
簡
単
に
見
て
い
く
こ
と
に

し
よ
う
。
中
華
民
国
と
列
強
諸
国
と
の
関
係
は
、
基
本
的
に
は
い
わ
ゆ
る
「
主
権
国
家
体
系
」
（
、
。
ぐ
の
『
の
肩
。
の
［
ｇ
の
の
］
の
【
の
ョ
）
の
枠
組

み
で
の
国
際
関
係
で
あ
っ
た
。
主
権
国
家
体
系
に
お
い
て
は
、
主
権
国
家
の
み
が
外
交
の
主
体
と
な
り
、
中
央
政
府
の
み
が
そ
の
主
権
国

家
を
代
表
し
て
外
交
を
管
理
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
地
方
政
府
は
外
交
に
関
与
せ
ず
外
交
権
を
持
た
な
い
。
以
上
が
近
代
の
主
権
国
家

体
系
に
お
け
る
国
際
法
上
の
基
本
原
則
で
あ
る
。
列
強
諸
国
は
内
政
面
で
の
弱
体
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
北
京
政
府
を
中
華
民
国
の
正
統

の
中
央
政
府
と
し
て
承
認
し
て
い
た
か
ら
、
北
京
に
公
使
館
を
設
置
し
て
い
た
。
こ
の
在
北
京
列
強
公
使
館
と
北
京
外
交
部
と
の
間
に
第

（
５
）
 

｜
の
外
交
チ
ャ
、
ネ
ル
が
存
在
し
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
な
主
権
国
家
体
系
の
通
常
の
外
交
チ
ャ
ネ
ル
の
他
に
、
地
方
政
府
と
列
強
諸
国
と
の
外
交
関
係
が
幅
広
く
存
在
し
て
い
た

こ
と
が
、
こ
の
時
期
の
中
国
の
特
徴
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
各
省
に
は
「
交
渉
署
」
と
呼
ば
れ
る
外
交
事
務
を
担
当
す
る
官
署
が
置
か

北
京
政
府
期
に
お
け
る
巾
央
外
交
と
地
方
外
交
二
九
一
九
～
二
○
）
（
塚
本
）

一一一

（
４
）
 

『
外
務
省
記
鐸
舞
」
を
利
用
し
た
。
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法
学
志
林
第
九
十
五
巻
第
三
号

四

れ
、
そ
の
長
官
は
「
特
派
交
渉
昌
呂
と
呼
ば
れ
た
。
こ
の
ほ
か
、
各
省
全
体
を
統
括
す
る
交
渉
署
と
特
派
交
渉
員
と
は
別
個
に
、
当
該

「
商
埠
」
（
開
港
場
）
の
み
を
管
轄
す
る
「
交
渉
分
署
」
（
そ
の
長
官
が
交
渉
員
）
が
置
か
れ
る
開
港
場
も
あ
っ
た
。
こ
の
「
交
渉
昌
邑
と

当
核
開
港
場
が
所
属
す
る
省
を
統
括
す
る
「
特
派
交
渉
昌
邑
と
は
直
接
の
統
属
関
係
に
は
な
い
。
な
お
、
以
後
特
に
注
記
し
な
い
場
合
に

は
、
「
交
渉
署
」
及
び
「
交
渉
分
署
」
を
地
方
交
渉
署
ま
た
は
単
に
交
渉
署
と
総
称
し
、
「
特
派
交
渉
員
」
と
「
交
渉
員
」
を
総
称
し
て
交

渉
員
と
表
記
す
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
特
派
交
渉
員
及
び
交
渉
員
は
北
京
外
交
部
の
直
属
機
関
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
北
京
外
交
部
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、
直
接
外
交
総
長

の
命
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
は
い
た
。
し
か
し
、
多
く
の
場
合
特
派
交
渉
員
・
交
渉
員
と
交
渉
署
・
交
渉
分
署
は
実
質
的
に
地
方
政
府

（
主
に
省
政
府
）
の
外
交
》
憾
構
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
各
交
渉
署
・
交
渉
分
署
と
列
強
諸
国
が
中
国
各
地
に
設
置

し
て
い
た
総
領
事
館
・
領
事
館
と
の
間
に
第
二
の
外
交
チ
ャ
ネ
ル
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
チ
ャ
ネ
ル
を
通
し
て
地
方
政
府
と
列
強
領
事

館
は
日
常
的
な
接
触
を
保
那
持
す
る
と
と
も
に
、
実
際
に
多
く
の
外
交
交
渉
を
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
地
方
外
交
で
あ
る
。
こ
の

列
強
領
事
は
、
不
平
等
条
約
の
も
と
で
領
事
裁
判
権
そ
の
他
強
力
な
権
限
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
、
列
強
領
事
館
は
本
国
外
務
省
と
直
接

連
絡
す
る
回
路
を
持
ち
そ
の
指
示
を
受
け
て
は
い
た
が
、
在
北
京
公
使
館
の
一
般
的
な
指
揮
命
令
権
の
も
と
に
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
。
主
権
国
家
体
系
に
お
い
て
は
、
中
央
政
府
の
み
が
外
交
の
主
体
と
な
る
と
い
う
上
記
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
地
方
外
交

（
６
）
 

は
例
外
的
な
現
象
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
え
る
。

従
っ
て
、
こ
の
地
方
外
交
の
存
在
そ
の
も
の
が
北
京
中
央
政
府
の
弱
体
化
と
中
華
民
国
の
分
裂
状
況
を
端
的
に
表
す
も
の
で
あ
る
と
の

通
常
の
理
解
は
、
一
般
論
と
し
て
は
あ
な
が
ち
誤
り
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
当
時
の
中
華
民
国
政
治
の
在
り
方
を
明
ら
か
に
し
て
い

く
た
め
に
は
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
地
方
外
交
の
役
割
や
北
京
外
交
部
の
役
割
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
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る
。
こ
の
具
体
的
分
析
の
結
果
、
上
述
の
一
般
論
と
は
若
干
異
な
る
構
図
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
前
述
の
す
で
に
発
表

し
た
論
文
に
お
い
て
、
福
州
事
件
の
外
交
的
処
理
の
方
式
の
検
討
か
ら
著
者
が
導
き
出
し
た
暫
定
的
な
結
論
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
地
方
交
渉
署
と
日
本
領
事
館
（
具
体
的
に
は
福
建
交
渉
署
と
在
福
州
日
本
総
領
事
館
）
と
の
地
方
外
交
交
渉
は
福
州
事
件
の
よ

う
な
両
国
関
係
全
体
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
重
要
な
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
北
京
外
交
部
と
在
北
京
日
本
公
使
館
と
の
直

接
交
渉
（
す
な
わ
ち
中
央
外
交
交
渉
）
を
必
要
と
し
た
。
従
っ
て
対
列
強
外
交
に
お
い
て
は
北
京
外
交
部
は
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
地
方

外
交
に
は
限
界
が
あ
っ
た
。
本
論
文
で
取
り
上
げ
る
五
つ
の
事
例
は
、
一
つ
の
事
例
を
除
い
て
日
貨
排
斥
運
動
の
過
程
で
発
生
し
た
日
中

両
国
人
間
の
衝
突
事
件
で
あ
り
、
日
中
両
国
人
間
の
衝
突
事
件
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
福
川
事
件
と
同
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
事
件

で
あ
る
。
し
か
し
、
福
州
事
件
が
両
国
関
係
全
体
を
揺
る
が
す
重
大
な
外
交
事
件
で
あ
る
の
と
は
異
な
り
、
本
論
文
で
と
り
あ
げ
る
五
つ

の
事
件
は
重
要
性
が
比
較
的
低
い
事
件
で
あ
る
。
本
論
文
の
目
的
は
、
重
要
性
の
比
較
的
低
い
外
交
的
事
件
の
処
理
方
式
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
分
析
の
焦
点
は
地
方
外
交
交
渉
と
中
央
外
交
交
渉
の
関
係
と
、
地
方
交
渉
署
と
北
京
外
交
部
の
役
割
を
検
討

す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

一
九
一
九
年
か
ら
一
九
二
○
年
六
月
に
至
る
湖
南
に
お
け
る
日
中
両
国
間
の
外
交
関
係
の
具
体
的
な
枠
組
み
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

日
本
政
府
は
省
都
長
沙
市
に
領
事
館
を
設
置
し
、
在
長
沙
領
事
代
理
を
勤
め
る
副
領
事
’
一
九
一
九
年
八
月
ま
で
は
八
木
元
八
二
九

年
八
月
以
降
は
池
永
林
一
ｌ
が
駐
在
し
て
い
た
。
中
国
側
の
現
地
最
高
責
任
者
で
あ
る
湖
南
省
長
兼
督
軍
は
、
安
徽
派
の
軍
人
張
敬
尭

で
あ
り
、
外
交
部
特
派
湖
南
交
渉
員
（
以
後
単
に
湖
南
交
渉
員
と
略
す
る
）
は
朱
孝
威
で
あ
っ
た
。
湖
南
交
渉
署
と
在
長
沙
日
本
領
事
館

と
の
間
に
第
一
の
外
交
チ
ャ
ネ
ル
が
存
在
し
、
北
京
外
交
部
と
在
北
京
日
本
公
使
館
と
の
間
に
第
二
の
外
交
チ
ャ
ネ
ル
が
存
在
し
た
。
一

九
二
○
年
六
月
ま
で
は
北
洋
系
勢
力
が
湖
南
省
の
大
部
分
を
支
配
し
、
湖
南
省
政
府
は
北
京
政
府
を
中
華
民
国
の
正
統
の
中
央
政
府
と
し

北
京
政
府
期
に
お
け
る
巾
央
外
交
と
地
方
外
交
（
一
九
一
九
～
二
○
）
（
塚
杢

五
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て
承
認
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
自
ら
を
正
統
の
中
華
民
国
中
央
政
府
と
主
張
す
る
広
東
政
府
と
そ
の
正
統
性
を
承
認
す
る
西
南
護
法
省
の

問
題
は
、
基
本
的
に
は
本
論
文
で
の
検
討
に
は
含
ま
れ
て
は
こ
な
い
。

（
４
）
具
体
的
に
は
以
下
の
資
料
を
主
に
使
用
し
た
。

〈
日
本
）
『
外
務
省
記
録
』
（
墓
泉
・
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
）

Ｍ
Ｔ
三
・
三
・
八
・
五
「
支
那
二
於
イ
テ
日
本
商
品
同
盟
排
斥
一
件
」

Ｍ
Ｔ
三
・
三
・
八
・
五
－
一
「
支
那
二
於
イ
テ
日
本
商
品
同
盟
排
斥
一
件
、
別
冊
雑
件
」

「
中
華
民
国
外
交
部
檎
案
』
（
台
北
・
近
代
史
研
究
所
橋
案
館
所
蔵
）

○
三
’
一
一
一
三
’
一
○
七
②
「
郭
、
湘
、
皖
排
日
索
償
案
」
（
抄
橋
）

○
三
’
三
一
一
Ｔ
一
一
六
Ⅲ
「
湖
南
排
日
風
潮
案
」
（
原
檎
）

○
三
－
二
○
－
三
八
③
「
湖
南
紗
廠
抵
借
日
款
債
案
」
（
原
橋
）

○
一
一
Ｔ
二
○
’
三
八
側
「
湖
南
紗
廠
抵
借
日
款
債
案
」
（
抄
橋
）

な
お
、
以
上
の
文
献
は
そ
れ
ぞ
れ
、
Ｍ
Ｔ
三
・
三
・
八
・
五
、
Ｍ
Ｔ
一
一
一
・
一
一
一
・
八
・
五
’
一
、
○
三
－
一
一
一
三
－
’
○
七
②
、
○
一
一
一
’
一
一
一
三
’
’
一
六
Ⅲ
、
○
三

’
二
○
’
三
八
③
、
○
一
一
Ｔ
二
○
－
三
八
側
と
略
記
す
る
。

一
九
九
五
年
）
一
一
三
～
一

（
３
）
塚
本
元
「
福
州
事
件
上

集
』
一
九
九
六
年
、
台
北
）
。

（
２
）
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
見
方
と
は
異
な
る
見
方
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
ネ
イ
サ
ン
は
北
京
政
府
に
関
し
て
、
’
九
一
六
年
の
童
世
凱
の
死

後
も
か
な
り
の
政
治
的
影
響
力
を
保
持
し
、
一
九
二
三
年
に
至
っ
て
は
じ
め
て
実
質
的
に
崩
壊
し
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
川
島
真
は
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
を
事

例
に
、
外
交
の
分
野
で
は
北
京
政
府
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
し
て
い
る
。

ｚ
凹
冒
貝
鈩
且
『
；
Ⅳ
寄
衞
さ
蔦
厨
・
曽
田
四
鴎
亀
胃
昏
目
へ
詠
冒
冒
巳
意
厚
』
…
Ｑ
ｇ
曽
堕
嘗
嘗
雷
。
（
冴
董
（
団
の
蔦
の
］
２
ｓ
】
ぐ
の
風
辱
・
【
Ｏ
四
］
】
目
‐

己
・
で
『
の
⑩
⑩
．
】
召
③
）
・
川
島
真
「
華
盛
頓
会
議
與
北
京
政
府
的
鱒
備
ｌ
以
対
外
『
統
一
」
為
中
心
」
（
『
民
国
研
究
』
第
二
輯
、
南
京
大
学
民
国
史
研
究
中
心
、

’
九
九
五
年
）
一
一
三
～
一
三
三
頁
。

（
３
）
塚
本
元
「
福
州
事
件
と
中
日
交
渉
”
『
軍
閥
期
』
北
京
外
交
部
の
役
割
の
一
例
」
（
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
『
第
三
届
近
百
年
中
日
関
係
討
論
会
文

（
１
）
②
 

］むく⑨）。 ⑫
す
の
『
已
口
Ｐ
］
四
日
の
②
回
Ｃ
宣
首
白
昔
ロ
冴
冒
爵
賭
冒
斡
○
胃
曰
嵜
⑩
宛
８
種
箕
一
日
韓
国
『
項
蒼
Ｃ
颪
蔦
②
⑤
、
種
い
き
村
諄
閂
や
】
唖
』
ど
も
（
ｚ
の
肴
『
。
『
穴
・
目
ど
の
匂
『
の
①
勺
円
の
②
の

Hosei University Repository



一
九
一
九
年
五
月
、
パ
リ
講
和
会
議
に
お
け
る
山
東
の
旧
ド
イ
ツ
権
益
の
日
本
継
承
問
題
を
き
っ
か
け
に
、
日
貨
排
斥
を
中
心
的
な
運

動
形
態
と
す
る
五
四
運
動
が
中
国
全
土
で
始
ま
っ
た
。
湖
南
省
の
省
都
長
沙
も
例
外
で
は
な
く
、
学
生
を
中
心
に
活
発
な
日
貨
排
斥
運
動

（
７
）
 

が
展
開
さ
れ
、
日
本
商
ロ
叩
の
販
売
は
大
き
な
打
撃
を
う
け
る
に
至
っ
た
。

当
時
省
都
長
沙
か
ら
常
徳
・
衡
陽
・
湘
潭
等
の
省
内
小
都
市
に
小
蒸
気
船
を
運
航
し
て
い
た
日
系
汽
船
会
社
「
戴
生
昌
汽
船
局
」
は
、

こ
の
日
貨
排
斥
運
動
の
標
的
と
な
り
、
経
営
に
大
き
な
損
害
を
受
け
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
戴
生
昌
社
員
の
間
で
は
日
貨
排
斥

（
８
）
 

運
動
へ
の
不
満
が
次
第
に
高
ま
り
、
｝
」
の
不
満
は
次
の
事
件
と
な
っ
て
爆
発
す
る
｝
」
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
一
九
年
八
月
四
日
、

北
京
政
府
期
に
お
け
る
中
央
外
交
と
地
方
外
交
二
九
一
九
～
二
○
）
（
塚
本
）

七

（
５
）
も
ち
ろ
ん
、
中
華
民
国
政
府
も
列
強
政
府
の
首
都
に
公
使
館
を
設
腫
し
て
い
た
か
ら
、
列
強
諸
国
の
中
華
民
国
公
使
館
と
列
強
政
府
の
外
務
省
本
省
と
の

間
に
も
第
三
の
外
交
チ
ャ
ネ
ル
が
存
在
し
て
い
た
。
但
し
、
本
論
文
で
取
り
上
げ
た
事
例
に
お
い
て
は
、
こ
の
第
三
の
外
交
チ
ャ
ネ
ル
（
具
体
的
に
は
東
京
に

駐
在
す
る
中
華
民
国
公
使
館
と
日
本
の
外
務
省
本
省
）
は
ほ
と
ん
ど
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
。

（
６
）
地
方
外
交
と
交
渉
箸
に
関
し
て
は
、
陳
体
強
「
中
国
外
交
行
政
』
（
国
立
西
南
連
合
大
学
行
政
研
究
室
、
一
九
四
五
年
）
一
○
三
～
一
一
○
頁
○
土
田
哲

夫
二
九
二
九
年
の
中
ソ
紛
争
と
『
地
方
外
交
』
」
（
『
璽
泉
学
芸
大
学
紀
要
第
三
部
門
社
会
科
学
』
第
四
八
集
、
’
九
九
七
年
）
一
七
三
～
’
七
四
頁
、

同
「
民
国
時
期
的
“
地
方
外
交
“
－
張
学
良
東
北
政
権
的
事
例
」
『
民
国
研
究
』
第
二
輯
、
南
京
大
学
民
国
史
研
究
中
心
、
’
九
九
五
年
）
八
一
～
九
九
頁

参
照
。Ａ
符
契
殴
打
事
件

地
方
外
交
交
渉
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
事
件
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八

長
沙
の
埠
頭
に
お
い
て
戴
生
白
曰
所
属
小
蒸
気
船
へ
の
乗
船
ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動
を
展
開
し
て
い
た
湖
南
学
生
連
合
会
調
査
主
任
符
契
（
公
立

法
政
堂
庄
一
）
を
、
戴
生
昌
社
員
が
そ
の
場
で
取
り
押
さ
え
、
日
本
領
事
館
警
察
の
立
会
の
も
と
で
、
中
国
側
警
察
に
引
き
渡
し
た
。
そ
の

際
、
戴
生
昌
の
中
国
人
雇
員
鵺
君
山
が
符
契
を
殴
打
、
負
傷
さ
せ
る
事
態
と
な
っ
た
。

こ
の
事
件
は
長
沙
で
激
し
い
排
日
運
動
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
事
件
発
生
の
二
日
後
の
八
月
六
日
、
長
沙
で
は
学

生
連
合
会
を
中
心
に
事
件
に
抗
議
す
る
「
市
民
大
会
」
が
行
わ
れ
、
お
よ
そ
〒
Ｔ
人
が
こ
れ
に
参
加
し
た
。
市
民
大
会
終
了
後
参
加
者
は
街

頭
デ
モ
へ
と
移
り
、
そ
の
数
は
三
千
人
へ
と
増
大
し
た
。
こ
の
市
民
大
会
で
は
次
の
四
項
目
の
要
求
が
決
議
さ
れ
た
。
｜
、
戴
生
昌
へ
の

営
業
許
可
の
取
消
、
二
、
日
本
領
事
に
よ
る
戴
生
昌
の
経
理
（
経
営
責
任
者
）
へ
の
処
罰
、
三
、
殴
打
事
件
犯
人
へ
の
処
罰
、
四
、
戴
生

（
９
）
 

白
白
に
よ
る
符
契
へ
の
撫
伽
金
の
支
払
い
。

他
方
、
八
月
四
日
の
事
件
発
生
後
直
ち
に
、
事
件
に
関
し
て
湖
南
交
渉
署
と
在
長
沙
日
本
領
事
館
と
の
外
交
交
渉
が
開
始
さ
れ
た
。
事

件
発
生
後
在
長
沙
領
事
代
理
八
木
元
八
は
、
八
月
四
日
の
事
件
を
日
貨
ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動
の
団
体
が
蛾
生
昌
の
営
業
を
妨
害
し
た
事
件
と

認
識
し
、
戴
生
昌
社
員
が
中
国
人
学
生
に
暴
行
を
加
え
た
事
件
と
の
認
識
は
な
か
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
八
木
領
事
の
認
識
に
お
い
て
は

戦
生
昌
は
事
件
の
加
害
者
で
は
な
く
被
害
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
に
基
づ
く
八
木
領
事
の
事
件
処
理
の
方
針
は
、
日

貨
排
斥
運
動
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
挙
止
一
連
合
会
の
取
締
を
湖
南
省
政
府
に
要
求
し
、
中
国
側
世
論
の
動
向
を
考
慮
し
て
排
日
運
動
を
指

導
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
符
契
個
人
の
処
罰
を
求
め
る
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
八
木
領
事
の
認
識
に
お
い
て
は
、
こ

の
方
針
に
沿
っ
て
事
件
の
解
決
を
図
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
八
月
八
日
八
木
領
事
は
簡
潔
な
電
報
で
東
京
の
外
務
省
本

（
皿
）

省
に
事
件
の
発
生
を
報
告
し
た
。

し
か
し
、
事
件
は
戴
生
昌
社
員
が
日
貨
排
斥
運
動
の
宣
伝
活
動
を
行
っ
て
い
た
中
国
人
学
生
（
符
契
）
に
理
由
な
く
暴
行
暴
行
を
加
え
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を
逮
捕
し
た
。

決
を
う
け
た
。

た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
八
木
領
事
の
認
識
は
必
ず
し
も
事
件
を
正
確
に
と
ら
え
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
八
木
領
事
の
事
件

処
理
の
方
針
は
中
国
側
の
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
中
国
人
学
生
へ
の
暴
行
事
件
と
の
認
識
に
基
づ
き
、

八
月
八
日
外
交
部
特
派
湖
南
交
渉
員
朱
孝
威
（
以
後
単
に
湖
南
交
渉
員
と
略
す
る
）
は
公
式
文
書
で
在
長
沙
日
本
領
事
代
理
八
木
元
八
に

符
契
殴
打
事
件
の
犯
人
（
戴
生
昌
の
中
国
人
社
員
潟
君
山
）
の
引
渡
を
要
求
し
た
。
翌
八
月
九
日
八
木
領
事
は
符
契
負
傷
の
事
実
を
否
定

し
、
犯
人
の
中
国
側
へ
の
引
渡
を
拒
否
し
た
。
し
か
し
、
日
本
領
事
の
拒
否
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
八
月
一
○
日
長
沙
警
察
は
当
該
潟
君
山

を
逮
捕
し
た
。
そ
し
て
、
八
月
一
九
日
、
長
沙
の
裁
判
所
（
地
方
審
判
庁
）
に
お
い
て
、
鵺
君
山
は
符
契
殴
打
の
罪
で
禁
固
三
ヶ
月
の
判

潟
君
山
逮
捕
後
、
交
渉
署
と
日
本
領
事
館
は
外
交
交
渉
を
継
続
し
、
ま
も
な
く
事
件
処
理
に
関
す
る
合
意
に
達
し
た
。
そ
の
内
容
は
、

一
、
薦
君
山
の
刑
を
罰
金
刑
に
軽
減
す
る
、
二
、
湖
南
省
政
府
は
日
貨
排
斥
運
動
へ
の
取
締
を
強
化
し
、
学
生
連
合
会
の
解
散
を
命
じ
る

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
湖
南
省
政
府
が
学
生
連
合
会
に
解
散
を
命
じ
た
理
由
は
、
本
件
符
契
殴
打
事
件
に
は
留
ま
ら
な
い
こ
と

に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
側
で
は
、
事
件
当
事
者
の
戴
生
昌
は
中
国
側
官
憲
の
謝
罪
を
主
張
し
て
、
こ
の
合
意
内
容
に
不

満
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
八
木
領
事
は
日
貨
排
斥
運
動
が
盛
り
上
が
っ
て
い
る
と
い
う
湖
南
の
情
勢
を
考
慮
し
、
当
初
の
事
件
処
理
の
方

針
と
は
異
な
る
も
の
の
中
国
側
と
の
妥
協
を
希
望
し
、
合
意
に
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
外
交
上
は
こ
こ
に
本
事
件
は
解
決
し
た
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
一
九
一
九
年
八
月
一
一
三
日
、
八
木
領
事
は
機
密
信
で
外
務
省
本
省
と
在
北
京
日
本
公
使
館
に
本
件
外
交
交
渉
の
内

た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
（
Ⅱ
）
 

容
と
結
果
を
報
告
し
た
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
符
契
殴
打
事
件
は
も
っ
ぱ
ら
湖
南
交
渉
署
と
在
長
沙
日
本
領
事
館
と
の
地
方
外
交
交
渉
に
よ
り
処
理
さ
れ
、

解
決
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
本
件
処
理
に
関
し
て
は
北
京
外
交
部
と
在
北
京
日
本
公
使
館
と
の
中
央
外
交
交
渉
は
何
の
役
割
も
果
た
し
て

北
京
政
府
期
に
お
け
る
中
央
外
交
と
地
方
外
交
二
九
一
九
～
一
一
○
）
（
塚
本
）

九
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い
な
い
。
ま
た
、
こ
の
交
渉
に
お
い
て
、
在
長
沙
日
本
領
事
は
本
省
あ
る
い
は
在
北
京
日
本
公
使
の
指
示
を
待
た
ず
に
、
自
己
の
裁
量
で

交
渉
を
進
め
、
事
件
を
処
理
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
在
長
沙
日
本
領
事
は
事
件
発
生
後
直
ち
に
日
本
外
務
省
本
省
に
電
報
で
事
件
の
発

生
を
報
告
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
き
わ
め
て
簡
潔
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
は
自
己
の
裁
量
で
薦
君
山
逮
捕
後
の
外
交
交

渉
を
処
理
し
、
交
渉
決
着
後
、
初
め
て
外
務
省
本
省
と
在
北
京
日
本
公
使
館
に
外
交
交
渉
の
結
果
を
報
告
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
件
は

少
数
の
現
地
日
系
企
業
社
員
が
関
係
す
る
小
規
模
な
暴
行
事
件
で
あ
っ
た
か
ら
、
両
国
関
係
全
体
か
ら
見
る
と
そ
の
重
要
性
は
低
い
事
件

で
あ
っ
た
。
本
事
件
が
地
方
外
交
交
渉
の
み
に
よ
っ
て
、
し
か
も
現
地
日
本
領
事
の
裁
量
で
解
決
さ
れ
た
最
大
の
理
由
は
、
そ
の
よ
う
な

事
件
の
性
格
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
７
）
塚
本
元
『
中
国
に
お
け
る
国
家
建
設
の
試
み
Ｉ
湖
南
一
九
一
九
～
一
九
二
一
年
ｌ
』
（
鬼
泉
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）
四
七
～
七
六
頁
。
な
お
、

本
書
は
以
後
、
塚
本
『
湖
南
』
と
略
記
す
る
。

（
８
）
大
正
八
年
七
月
二
一
日
、
在
長
沙
八
木
領
事
代
理
ヨ
リ
内
田
外
相
宛
、
公
信
第
一
二
八
号
（
『
日
本
外
交
文
書
大
正
八
年
第
二
冊
下
』
、
外
務
省
、
一
九

本
事
件
も
符
契
殴
打
事
件
と
同
じ
よ
う
に
、
五
四
運
動
を
き
っ
か
け
に
盛
り
上
が
っ
た
日
貨
排
斥
運
動
の
な
か
で
発
生
し
た
事
件
で
あ

七
三
年
）
。

（
９
）
塚
本

（
叩
）
大
箙

（
Ⅱ
）
大
箙

画
）
塚
本
『
湖
南
」
、
五
九
頁
○

四
）
大
正
八
年
八
月
一
○
日
、
在
長
沙
八
木
緬
瓢
代
理
ヨ
リ
内
田
外
相
宛
、
第
三
四
号
電
（
Ｍ
Ｔ
三
・
三
・
八
・
五
（
４
）
）
。

皿
）
大
正
八
年
八
月
二
三
日
、
在
長
沙
領
事
代
理
八
木
元
八
ヨ
リ
外
務
大
臣
内
田
康
哉
宛
、
機
密
信
第
五
一
号
、
別
紙
写
第
一
ロ
苞
八
月
七
日
、
外
交
部
特
派

湖
南
交
渉
員
朱
孝
威
ヨ
リ
在
長
沙
領
事
代
理
八
木
元
八
宛
公
文
、
別
紙
写
第
二
号
、
八
月
九
日
、
在
長
沙
八
木
領
事
代
理
ヨ
リ
外
交
部
特
派
湖
南
交
渉
員
朱
孝

威
宛
、
公
函
第
一
三
六
号
（
Ｍ
Ｔ
三
・
三
・
八
・
五
⑥
）
。

Ｂ
大
石
洋
行
店
員
暴
行
事
件
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国
貨
維
持
会
は
事
件
発
生
後
直
ち
に
、
こ
の
大
石
洋
行
社
員
の
行
動
へ
の
抗
議
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
事
件
終

結
の
翌
日
に
あ
た
る
四
月
四
日
、
会
議
を
開
い
て
事
件
の
事
実
関
係
の
調
査
と
損
害
賠
償
を
要
求
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
。
国
貨
維
持
会

は
引
き
続
い
て
四
月
六
日
に
は
、
快
郵
代
電
に
よ
っ
て
北
京
外
交
部
を
含
む
国
内
の
各
種
団
体
に
宛
て
て
声
明
を
送
付
し
た
。
ま
た
、
湖

南
国
貨
維
持
会
の
行
動
に
対
応
す
る
形
で
、
衡
陽
（
湖
南
省
南
部
の
都
市
）
の
商
会
・
農
会
・
学
生
連
合
会
等
の
法
団
及
び
公
団
は
、
北

京
外
交
部
に
対
し
て
厳
重
な
対
日
交
渉
を
行
う
よ
う
要
求
し
た
。

し
か
し
、
湖
南
の
各
種
団
体
の
働
き
か
け
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
北
京
外
交
部
は
本
件
に
関
し
て
在
北
京
日
本
公
使
館
と
本
件
に
関
す
る

北
京
政
府
期
に
お
け
る
中
央
外
交
と
地
方
外
交
二
九
一
九
～
二
○
）
（
塚
本
）

一
一

現
場
に
駆
け
つ
け
、
衝
突
巴

と
が
明
確
に
認
め
ら
れ
る
。

る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
二
○
年
四
月
一
日
、
湖
南
省
溺
陽
の
中
国
商
致
祥
泰
は
、
長
沙
に
お
い
て
日
系
商
店
大
石
洋
行
か
ら
雑
貨
（
価
格

二
二
元
五
二
銭
）
を
購
入
し
た
。
そ
の
日
の
夜
、
日
貨
排
斥
運
動
を
展
開
し
て
い
た
湖
南
国
貨
維
持
会
は
当
該
日
貨
を
摘
発
し
、
没
収
し

た
。
致
祥
泰
が
雑
貨
を
購
入
し
た
際
の
条
件
が
、
大
石
洋
行
が
責
任
を
も
っ
て
商
品
を
致
祥
泰
に
送
り
届
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の

で
、
致
祥
泰
は
大
石
洋
行
に
対
し
て
国
貨
維
持
会
か
ら
当
該
雑
貨
を
取
り
戻
す
こ
と
を
要
求
し
た
。

こ
の
要
求
を
う
け
て
、
翌
四
月
二
日
大
石
洋
行
店
員
の
木
村
好
之
助
（
日
本
人
）
及
び
周
運
光
（
中
国
人
）
は
国
貨
維
持
会
事
務
所
に

赴
き
、
当
該
雑
貨
の
返
還
を
要
求
し
た
。
国
貨
維
持
会
職
員
が
当
該
雑
貨
の
返
還
を
拒
否
し
た
こ
と
か
ら
両
者
の
間
で
衝
突
が
発
生
し
た
。

そ
の
過
程
で
、
大
石
洋
行
社
員
は
国
貨
維
持
会
事
務
所
に
閲
入
し
、
室
内
の
物
品
を
破
壊
し
て
国
貨
維
持
会
職
員
の
朱
立
村
を
殴
打
負
傷

さ
せ
た
。
さ
ら
に
、
四
月
三
日
大
石
洋
行
社
員
（
前
記
の
木
村
及
び
周
、
そ
し
て
平
井
美
喜
太
、
奥
山
順
吉
）
は
再
度
国
貨
維
持
会
事
務

所
に
赴
い
て
商
品
の
返
還
を
要
求
し
、
再
度
中
日
両
国
人
間
に
衝
突
が
発
生
し
た
。
今
回
は
在
長
沙
日
本
領
事
館
員
と
湖
南
交
渉
署
員
が

現
場
に
駆
け
つ
け
、
衝
突
は
よ
う
や
く
終
了
し
た
。
こ
の
二
回
に
渡
る
衝
突
事
件
に
お
い
て
、
大
石
洋
行
社
員
が
不
法
行
為
を
働
い
た
こ
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（
旧
）

外
交
交
渉
を
行
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
木
事
件
に
関
す
る
外
交
交
渉
は
、
在
長
沙
日
本
領
事
館
と
湖
南
交
渉
署
と
の
間
で
行
わ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
湖
南
交
渉
員
朱
孝
威
は
在
長
沙
日
本
領
事
代
理
池
永
林
一
に
宛
て
て
、
四
月
一
○
日
照
会
を
手
交
し
た
の
を
皮

切
り
に
、
引
き
続
き
四
月
一
一
一
日
、
五
月
四
日
に
照
会
を
手
交
し
た
。
こ
れ
に
答
え
る
形
で
、
池
永
領
事
は
朱
凪
交
渉
員
に
宛
て
て
、
公
函

第
四
二
号
（
四
月
一
四
日
）
と
公
函
第
六
二
号
（
五
月
一
○
日
）
を
手
交
し
て
い
る
。

こ
の
長
沙
に
お
け
る
交
渉
に
お
い
て
、
朱
交
渉
員
は
大
石
洋
行
の
日
本
人
社
員
の
暴
行
及
び
物
品
の
破
壊
に
対
し
て
厳
重
に
抗
議
す
る

と
と
も
に
、
池
永
領
事
に
事
件
の
再
発
の
防
止
と
犯
人
の
処
罰
を
要
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
池
永
領
事
は
大
石
洋
行
社
員
に
よ
る
不

法
行
為
の
存
在
を
否
定
し
、
従
っ
て
犯
人
へ
の
法
律
上
の
処
罰
を
も
拒
否
し
た
。
彼
は
大
石
洋
（
、
社
員
へ
の
「
説
諭
」
の
必
要
性
を
承
認

す
る
の
み
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
池
永
領
事
は
事
件
発
生
の
原
因
は
排
日
運
動
に
あ
る
と
し
て
、
湖
南
交
渉
員
に
対
し
て
日
貨

排
斥
運
動
へ
の
取
締
の
強
化
と
、
本
車
訴
件
に
関
す
る
記
事
の
長
沙
名
薪
聞
へ
の
掲
載
の
禁
止
を
要
求
し
た
。
こ
の
交
渉
で
は
、
湖
南
交
渉

員
と
日
本
領
事
は
ま
ず
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
主
張
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

池
永
領
事
は
朱
鬮
交
渉
員
に
対
し
て
は
大
石
洋
行
日
本
人
社
員
の
不
法
行
為
の
存
在
を
否
定
し
て
は
い
た
も
の
の
、
彼
自
身
は
日
本
人
に

よ
る
不
法
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
識
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
外
務
省
本
省
へ
の
報
告
の
な
か
で
彼
は
大
石
洋
行
社
員
に
よ
る
不
法
行

為
の
存
在
を
明
確
に
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
池
永
領
事
は
大
石
洋
行
社
員
に
よ
る
不
法
行
為
と
、
長
沙
で
排
日
運
動
が
長
沙
で
激
化
し

て
い
る
と
い
う
情
況
を
考
慮
し
て
、
外
交
交
渉
に
お
け
る
妥
協
へ
と
傾
い
て
い
っ
た
。
具
加
俸
的
に
は
、
彼
は
日
貨
排
斥
運
動
へ
の
取
締
の

強
化
と
長
沙
の
各
新
聞
へ
の
事
件
関
係
記
事
の
掲
載
の
禁
止
と
い
う
要
求
を
取
り
下
げ
た
。
し
か
し
、
暴
行
事
件
犯
人
へ
の
処
罰
に
関
し

て
は
こ
れ
を
拒
否
し
、
大
石
洋
一
打
社
員
を
「
説
諭
」
し
た
の
み
で
あ
っ
た
。
最
終
的
に
は
こ
の
池
永
領
事
が
提
出
し
た
妥
協
案
を
基
礎
に

（
旧
）

協
議
が
成
立
し
、
本
件
は
外
交
的
に
は
決
着
し
た
も
の
と
考
一
え
ら
れ
る
。
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以
上
総
合
す
る
と
、
大
石
洋
行
事
件
は
湖
南
交
渉
署
と
在
長
沙
日
本
領
事
館
と
の
交
渉
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
。
大
石
洋
行
事
件
を
外

交
的
に
処
理
す
る
場
合
に
、
湖
南
の
各
種
団
体
（
法
団
及
び
公
団
）
は
北
京
外
交
部
に
中
央
外
交
交
渉
を
要
求
し
た
も
の
の
、
北
京
外
交

部
と
在
北
京
日
本
公
使
館
は
こ
れ
に
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
が
解
る
。
事
件
発
生
後
池
永
領
事
は
外
務
省
本
省
に
事
件
の
報
告
を
行
っ
て

い
る
が
、
そ
の
内
容
は
極
め
て
簡
潔
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
報
告
を
行
っ
た
時
期
も
事
件
発
生
か
ら
す
で
に
二
週
間
を
経
過
し
外
交
交
渉

（
Ｍ
）
 

が
す
で
に
開
始
さ
れ
て
い
る
四
月
一
五
日
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
池
永
領
事
は
外
務
省
本
省
に
本
事
件
と
こ
れ
に
関
す
る
か
な
り
詳
細
な

（
応
）

報
告
を
送
る
が
、
こ
れ
は
外
交
交
渉
が
か
な
り
の
進
展
を
見
せ
た
後
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
一
連
の
経
過
か
ら
、
本
交
渉
は

池
永
領
事
の
裁
量
の
も
と
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

事
件
解
決
の
外
交
交
渉
の
方
式
か
ら
す
る
と
、
符
契
殴
打
事
件
と
大
石
洋
行
店
員
暴
行
事
件
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
つ

の
事
件
は
と
も
に
湖
南
交
渉
署
と
在
長
沙
日
本
領
事
館
と
の
外
交
交
渉
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
、
北
京
中
央
政
府
（
具
体
的
に
は
北
京
外
交

部
）
は
関
与
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
事
件
は
、
現
地
日
本
企
業
に
属
す
る
少
数
の
社
員
が
引
き
起
こ
し
た
小
規
模
な
衝
突

事
件
と
い
う
意
味
で
類
似
し
た
事
件
で
あ
る
と
言
え
る
。
著
者
が
か
つ
て
と
り
あ
げ
た
福
州
事
件
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、
両
国
関
係
全

体
か
ら
見
れ
ば
、
軽
微
な
事
件
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
の
二
つ
の
事
件
に
共
通
す
る
性
格
が
、
外
交
交
渉
の
方
式
を
決
定
す
る
上
で
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
⑫
）
収
湖
南
国
貨
維
持
会
代
電
一
件
、
民
国
九
年
四
月
一
五
日
、
「
日
人
闘
入
国
貨
維
持
会
傷
人
段
物
事
」
（
四
月
六
日
付
）
（
○
三
’
一
一
一
一
一
一
’
’
一
六
Ⅲ
）
。
収

駐
衡
陽
湖
南
学
生
代
表
函
一
件
、
民
国
九
年
四
月
二
一
一
日
、
「
長
沙
日
人
悶
入
国
貨
維
持
会
傷
人
殿
物
事
」
（
四
月
一
四
日
付
）
〈
○
一
一
一
－
三
三
－
一
一
六
⑪
）
。

収
衡
陽
商
会
等
来
電
、
民
国
九
年
四
月
一
九
日
、
「
長
沙
日
人
傷
人
穀
物
事
」
（
○
三
－
三
一
一
一
’
一
一
六
川
）
。

（
田
）
大
正
九
年
四
月
一
五
日
、
在
長
沙
池
永
領
事
代
理
ヨ
リ
内
田
外
務
大
臣
宛
、
第
二
一
号
電
（
Ｍ
Ｔ
ｌ
一
一
・
三
・
八
・
五
⑨
）
。
大
正
九
年
五
月
一
一
日
、
在

長
沙
領
事
代
理
池
永
林
一
ヨ
リ
外
務
大
臣
内
田
康
哉
宛
、
公
信
第
四
五
号
「
日
貨
取
戻
事
件
二
関
ス
ル
件
」
、
別
紙
甲
巨
頁
乙
ロ
マ
丙
号
、
丁
号
、
戌
号

北
京
政
府
期
に
お
け
る
中
央
外
交
と
地
方
外
交
二
九
一
九
～
二
○
）
（
塚
本
）

’一一一
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五
四
運
動
開
始
後
湖
南
省
常
徳
で
は
省
都
長
沙
を
上
回
る
激
烈
な
日
貨
排
斥
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
商
会
会
員
に
よ
っ
て

組
織
さ
れ
た
国
貨
維
持
会
を
中
心
と
す
る
日
貨
排
斥
運
動
に
よ
っ
て
、
日
本
商
品
の
取
引
は
大
き
な
打
撃
を
受
け
る
結
果
と
な
っ
た
。
常

徳
に
お
け
る
排
日
運
動
が
大
き
く
盛
り
上
が
っ
た
背
景
に
は
、
実
質
的
に
常
徳
を
統
治
す
る
直
隷
派
の
軍
人
薦
玉
祥
が
日
貨
排
斥
運
動
に

（
肥
）

同
情
的
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
湖
南
省
の
最
高
責
任
者
の
地
位
に
あ
る
督
軍
兼
省
長
の
張
敬
尭
が
安
徽
派
に
属
す
る

の
に
対
し
て
、
薦
玉
祥
は
北
洋
系
勢
力
内
部
で
安
徽
派
に
対
立
す
る
直
隷
派
に
属
し
、
張
敬
尭
督
軍
兼
省
長
の
薦
玉
祥
に
対
す
る
実
質
的

（
Ⅳ
）
 

な
影
響
力
は
限
定
的
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
以
上
の
派
閥
政
治
の
事
情
は
本
事
件
を
め
ぐ
る
外
交
交
渉
に
大
き
な
影
響
を
与
壹
え
る
こ

一
九
一
九
年
五
月
二
六
日
、
日
貨
排
斥
運
動
か
ら
日
中
両
国
人
間
に
衝
突
が
発
生
し
た
。
す
な
わ
ち
、
日
貨
排
斥
運
動
を
行
っ
て
い
た

中
国
人
学
生
と
日
本
居
留
民
と
の
間
で
言
語
上
の
衝
突
が
発
生
し
た
こ
と
か
ら
事
件
は
始
ま
る
。
こ
の
後
、
百
名
余
り
の
中
国
人
学
生
が

と
に
な
る
。

三
地
方
外
交
交
渉
と
中
央
外
交
交
渉
で
複
合
的
に
処
理
さ
れ
る
事
件

法
学
志
林
第
九
十

（
Ｍ
Ｔ
三
・
三
・
八
・
五
⑨
）
。

（
皿
）
前
掲
、
池
永
領
事
、
第
一

両
）
前
掲
、
池
永
領
事
、
公
』

Ａ
九
三
洋
行
等
破
壊
事
件

前
掲
、
池
永
領
事
、
第
二
一
号
電
。

前
掲
、
池
永
領
事
、
公
信
第
四
五
口
可

第
九
十
五
巻

第
三
号

一

四
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事
件
発
生
後
、
常
徳
日
本
人
会
は
直
ち
に
在
漢
ロ
日
本
総
領
事
館
に
事
件
の
発
生
を
報
告
し
た
。
当
時
常
徳
に
は
日
本
領
事
館
は
設
置

さ
れ
て
お
ら
ず
、
現
地
の
緊
迫
し
た
情
況
を
う
け
て
、
本
来
常
徳
を
管
轄
す
る
在
長
沙
日
本
領
事
館
で
は
な
く
、
地
理
的
に
近
接
す
る
湖

北
省
漢
口
の
総
領
事
館
が
事
件
発
生
直
後
の
対
応
に
当
た
っ
た
。
現
地
日
本
人
会
か
ら
報
告
を
受
け
た
在
漢
口
瀬
川
総
領
事
は
、
事
件
発

生
か
ら
二
日
後
の
五
月
一
一
八
日
、
在
北
京
日
本
公
使
館
、
在
長
沙
日
本
領
事
館
及
び
東
京
の
外
務
省
本
省
に
、
常
徳
に
お
け
る
丸
三
洋
行

（
旧
）

等
日
本
商
店
破
壊
事
件
の
発
生
を
報
告
し
た
。
同
五
月
一
一
八
日
在
漢
口
総
領
事
の
報
告
を
受
け
た
在
北
京
日
本
公
使
小
幡
酉
吉
は
、
即
日

北
京
外
交
部
を
訪
問
し
、
会
見
の
席
で
常
徳
の
日
本
商
店
が
破
壊
さ
れ
た
事
件
に
抗
議
す
る
と
と
も
に
、
北
京
外
交
部
に
各
地
方
官
憲
に

日
本
居
留
民
の
保
護
を
命
じ
る
よ
う
要
請
し
た
。
こ
の
他
、
同
じ
く
在
漢
口
瀬
川
総
領
事
の
報
告
を
受
け
た
在
長
沙
日
本
領
事
も
、
湖
南

当
局
に
日
貨
排
斥
運
動
へ
の
取
締
を
強
化
す
る
よ
う
要
求
し
た
。
日
本
公
使
の
申
し
入
れ
を
受
け
た
北
京
外
交
部
は
、
国
務
院
（
内
閣
に

相
当
）
に
対
し
て
日
本
公
使
の
申
し
入
れ
の
内
容
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
事
件
の
調
査
を
行
い
そ
の
結
果
を
報
告
す
る
よ
う
、
湖

（
幻
）

南
省
長
兼
督
軍
に
要
請
し
ま
た
湖
南
交
渉
員
に
命
じ
た
。

湖
南
地
方
当
局
Ｉ
具
体
的
に
は
湖
南
省
長
兼
督
軍
張
敬
尭
・
湖
南
交
渉
員
朱
孝
威
、
常
徳
駐
在
の
祷
玉
祥
Ｉ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
北
京
外
交

部
に
丸
三
洋
行
等
破
壊
事
件
の
事
実
経
過
と
現
地
常
徳
に
お
い
て
日
貨
排
斥
運
動
へ
の
取
締
を
強
化
し
た
こ
と
を
報
告
し
た
。
電
報
に
よ

く
ｎ
）

る
こ
れ
ら
の
報
告
は
直
接
外
交
部
へ
、
あ
る
い
は
国
務
院
を
通
し
て
六
月
は
じ
め
に
は
外
交
部
に
到
着
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
現
地
湖

南
当
局
の
報
告
を
う
け
た
北
京
外
交
部
は
、
直
ち
に
そ
の
内
容
を
在
北
京
日
本
公
使
館
に
伝
達
し
た
。
他
方
、
在
北
京
小
幡
公
使
は
、
六

北
京
政
府
期
に
お
け
る
巾
央
外
交
と
地
方
外
交
（
’
九
一
九
～
一
一
９
（
塚
本
）

一
五

日
本
人
経
営
の
商
店
丸
三
洋
行
・
新
隆
洋
行
・
宏
裕
洋
行
の
店
内
に
侵
入
し
、
ガ
ラ
ス
や
室
内
の
備
品
等
を
破
壊
し
た
。
し
か
し
、
常
徳

の
官
憲
は
直
ち
に
取
締
に
当
た
っ
た
た
め
、
ま
も
な
く
衝
突
は
終
結
し
た
。
な
お
、
衝
突
の
過
程
で
日
本
居
留
民
に
負
傷
者
は
生
じ
て
は

い

な～
い四
｡ 
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以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
九
三
洋
行
等
日
本
商
店
破
壊
事
件
処
理
の
第
一
段
階
で
は
北
京
外
交
部
と
在
北
京
日
本
公
使
館
の
外
交
交
渉

が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
日
本
政
府
の
立
場
か
ら
す
る
と
こ
の
交
渉
方
式
は
有
効
な
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
在
北
京
公
使
館
か
ら
北
京
外
交
部
に
対
し
て
行
わ
れ
た
日
本
政
府
の
要
求
を
う
け
て
、
湖
南
地
方
当
局
は
日
貨
排
斥
運
動
へ

の
取
締
を
強
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
丸
三
洋
行
等
破
壊
事
件
を
め
ぐ
る
事
態
は
一
応
収
拾
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
事
件
処
理
は
事
件
の
外
交
的
決
着
を
め
ざ
す
第
二
段
階
へ
と
入
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
第
二
段
階
に
お
い
て
は
第
一
段
階
と

は
異
な
り
、
湖
南
交
渉
署
と
在
長
沙
日
本
領
事
館
と
の
間
で
外
交
交
渉
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
事
件
発
生
後
直

ち
に
在
長
沙
日
本
領
事
館
は
常
徳
に
領
事
館
員
を
派
遣
し
て
事
件
の
内
容
を
調
査
し
、
事
件
に
よ
る
日
本
商
店
の
損
失
を
六
五
七
七
元
と

算
出
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
一
九
年
六
月
一
○
日
在
長
沙
八
木
領
事
代
理
は
湖
南
交
渉
員
に
照
会
（
第
一
○
八
号
）
で
、
．
九
三
洋
行
等
破

（
羽
）

壊
事
件
へ
の
損
害
賠
償
と
日
貨
排
斥
運
動
へ
の
取
締
を
要
求
し
た
。
こ
こ
に
、
丸
三
洋
行
等
事
件
を
解
決
す
る
外
交
交
渉
が
始
ま
っ
た
。

こ
の
八
木
領
事
の
照
会
に
答
え
て
湖
南
交
渉
員
朱
孝
威
は
一
九
一
九
年
八
月
二
六
日
八
木
領
事
に
書
簡
を
送
り
、
以
下
の
三
つ
の
理
由
で

丸
三
洋
行
等
事
件
へ
の
損
害
賠
償
を
拒
否
し
た
。
一
、
日
本
商
店
の
損
害
は
軽
微
で
あ
る
、
現
地
地
方
官
憲
の
取
締
に
落
ち
度
は
な
か
つ

（
皿
）

た
、
一
二
、
常
徳
は
「
通
商
口
岸
」
で
は
な
い
の
で
、
条
約
上
も
と
も
と
日
本
商
人
に
は
常
徳
に
居
住
し
通
商
を
行
う
権
利
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
事
件
に
関
す
る
双
方
の
主
張
は
対
立
し
、
こ
の
交
渉
は
長
期
化
し
た
。
そ
し
て
、
在
長
沙
日
本
領
事
代
理
池
永
林
一

（
一
九
一
九
年
八
月
に
八
木
領
事
代
理
か
ら
交
替
）
は
、
一
九
一
九
年
九
月
二
一
一
一
日
に
照
会
一
五
五
号
を
、
一
九
二
○
年
二
月
六
日
公
函

（
理
）

再
度
命
ト
）
た
。

法
学
志
林
第
九
十
五
巻
第
三
号

一
一
ハ

月
初
旬
再
度
丸
三
洋
行
等
破
壊
事
件
に
抗
議
す
る
と
と
も
に
日
貨
排
斥
運
動
へ
の
取
締
の
強
化
を
要
求
し
た
。
こ
れ
を
う
け
た
北
京
中
央

政
府
（
国
務
院
）
は
、
湖
南
省
長
兼
督
軍
張
敬
尭
と
常
徳
に
駐
留
す
る
漏
玉
祥
に
対
し
て
日
貨
排
斥
運
動
へ
の
取
締
を
強
化
す
る
こ
と
を
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を
朱
交
渉
員
へ
交
付
し
た
。
朱
交
渉
員
は
こ
れ
に
回
答
す
る
形
で
、
そ
れ
ぞ
れ
一
九
一
九
年
一
○
月
一
日
と
一
九
二
○
年
二
月
九
日
に
書

簡
を
池
永
領
事
に
交
付
し
た
。
以
上
の
交
渉
に
お
い
て
、
日
本
領
事
は
日
本
商
店
の
被
害
に
対
す
る
賠
償
を
要
求
し
、
湖
南
交
渉
員
は
常

徳
は
「
通
商
ロ
岸
」
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
に
損
害
賠
償
を
拒
否
し
た
。
こ
の
交
渉
員
の
主
張
に
対
し
て
は
、
日
本
領
事
は
常
徳
は
中
国

（
泌
）

が
自
ら
開
港
し
た
通
商
ロ
岸
で
（
自
開
商
埠
）
で
あ
る
と
し
て
反
論
し
た
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
一
九
二
○
年
四
月
二
九
日
、
湖
南

交
渉
員
は
常
徳
が
通
商
口
岸
で
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
日
・
米
・
英
各
国
の
在
長
沙
領
事
に
対
し
て
各
国
国
民
の
常
徳
か
ら
の
引
き
上
げ

（
配
）

を
要
求
し
た
。
日
本
を
除
く
英
・
米
両
国
領
事
は
一
父
渉
員
の
要
求
を
受
け
入
れ
、
英
国
人
と
米
国
人
は
す
べ
て
常
徳
か
ら
引
き
上
げ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
長
沙
に
お
け
る
日
本
領
事
館
と
交
渉
署
と
の
交
渉
で
は
日
中
両
国
の
主
張
は
平
行
線
を
た
ど
り
、
外
交
交
渉
は
暗
礁
に

乗
り
上
げ
た
。
特
に
日
本
側
は
損
害
賠
償
を
獲
得
す
る
と
い
う
目
標
の
実
現
に
失
敗
し
た
の
で
あ
っ
た
。

在
長
沙
池
永
領
事
代
理
は
、
外
交
交
渉
の
行
き
詰
ま
り
を
打
破
す
る
た
め
に
交
渉
の
ル
ー
ト
を
変
え
、
在
北
京
日
本
公
使
館
と
北
京
外

交
部
と
の
外
交
交
渉
で
丸
三
洋
行
等
破
壊
事
件
を
解
決
す
る
こ
と
を
提
議
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
二
○
年
四
月
七
日
池
永
領
事
代
理
は
長

沙
で
行
わ
れ
た
外
交
交
渉
の
文
書
を
在
北
京
日
本
公
使
館
に
移
送
し
た
。
日
本
政
府
は
池
永
領
事
の
提
案
を
入
れ
て
、
北
京
で
の
中
央
外

交
交
渉
で
本
事
件
の
解
決
を
め
ざ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
曰
本
政
府
の
決
定
の
背
景
に
は
、
中
国
側
の
派
閥
問
題
へ
の
考
慮

が
存
在
し
た
。
具
体
的
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
湖
南
省
長
兼
督
軍
の
張
敬
尭
は
安
徽
派
に
属
す
る
の
に
対
し
て
、
事
実
上
常
徳
を
統
治
す

る
潟
玉
祥
は
安
徽
派
に
対
立
す
る
直
隷
派
に
属
し
て
い
た
か
ら
、
張
敬
尭
は
湖
南
省
の
軍
政
・
民
政
両
面
で
の
最
高
責
任
者
の
地
位
に
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
漏
玉
祥
に
命
令
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
国
側
の
派
閥
問
題
が
、
在
長
沙
日
本
領
事
と

事
実
上
張
敬
尭
省
長
兼
督
軍
の
も
と
で
外
交
を
担
当
し
て
い
る
湖
南
交
渉
員
と
の
外
交
交
渉
に
よ
っ
て
、
本
件
丸
三
洋
行
等
破
壊
事
件
事

件
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
。
日
本
政
府
は
こ
の
派
閥
政
治
の
問
題
を
理
解
し
、
在
北
京
日
本
公

北
京
政
府
期
に
お
け
る
中
央
外
交
と
地
方
外
交
二
九
一
九
～
一
一
○
）
（
塚
本
）

一
七
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一
八

使
館
と
北
京
外
交
部
と
の
外
一
父
交
渉
を
選
択
し
た
の
で
あ
っ
た
。
日
本
政
府
は
、
北
京
政
府
に
直
接
働
き
か
け
、
北
京
政
府
内
の
直
隷
派

（
幻
）

有
力
者
が
凋
玉
祥
に
命
令
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
件
を
解
決
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
九
一
一
一
洋
行
等
破
壊
事
件
を
め
ぐ
る
外
交
交
渉
は
第
三
段
階
に
入
り
、
一
九
一
一
○
年
五
月
北
京
に
お
い
て
日
本
公
使
館
と
北
京

外
交
部
と
の
間
で
外
交
交
渉
が
始
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
在
北
京
日
本
公
使
小
幡
酉
吉
は
一
九
二
○
年
五
月
四
日
付
照
会
第
一
○
○
号
で
、

北
京
外
渉
交
部
外
交
総
長
に
以
下
の
よ
う
に
九
三
洋
行
等
日
本
Ｌ
商
店
の
損
害
へ
の
賠
償
を
要
求
し
た
。
す
な
わ
ち
、
事
件
の
発
生
を
防
止
で

き
な
か
っ
た
点
に
中
国
地
方
当
局
の
落
ち
度
が
あ
る
。
ま
た
、
常
徳
が
通
商
口
岸
で
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
当
局
に
は
外

国
人
の
生
命
財
産
を
保
護
す
る
義
務
が
あ
る
か
ら
、
中
国
当
局
は
九
三
洋
行
等
へ
の
損
害
賠
償
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
主

張
内
容
は
大
部
分
日
本
領
事
が
長
沙
で
の
交
渉
で
行
っ
た
主
張
と
大
部
分
共
通
で
あ
る
が
、
常
徳
は
通
商
口
岸
で
は
な
い
か
ら
中
国
当
局

は
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
と
す
る
中
国
側
の
主
張
に
対
応
し
て
、
常
徳
が
通
商
口
岸
で
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
中
国
側
は
外
国
人

（
班
）

保
護
の
責
任
が
あ
る
か
ら
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
日
本
側
の
主
張
の
変
化
が
見
ら
れ
る
。

日
本
公
使
の
照
会
を
受
け
取
っ
た
北
京
外
交
部
は
こ
の
照
会
を
湖
南
省
長
と
湖
南
交
渉
員
に
転
送
し
、
合
わ
せ
て
常
徳
に
お
け
る
丸
三

（
鋤
）

洋
行
等
破
壊
事
件
を
調
査
す
る
よ
う
、
省
長
に
要
請
し
ま
た
交
渉
員
に
命
〈
面
し
た
（
訓
令
二
九
号
）
。
事
件
に
関
す
る
湖
南
交
渉
員
か
ら

の
回
答
は
一
九
二
○
年
五
月
一
一
一
一
日
に
北
京
外
交
部
に
到
着
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
常
徳
丸
三
洋
行
等
破
壊
事
件
で
は
日
本
商
店
の
損
害

は
軽
微
で
あ
り
、
か
つ
常
徳
は
通
商
ロ
岸
で
は
な
い
の
で
日
本
商
店
が
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
権
利
は
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
報
告
の
内
容
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
長
沙
で
行
わ
れ
た
外
交
交
渉
で
湖
南
交
渉
員
が
日
本
領
事
に
対
し
て
行
っ
た
主
張
と
同
一
で
あ

（
釦
）

る
。
ま
た
、
湖
南
交
渉
員
は
報
告
と
同
時
に
長
沙
で
行
わ
れ
た
外
交
一
父
渉
に
関
す
る
文
書
を
北
京
外
交
部
に
送
っ
た
。
湖
南
交
渉
員
の
報

告
を
受
け
取
っ
た
北
京
外
交
部
は
、
六
月
九
日
照
会
で
小
幡
日
本
公
使
に
対
し
て
九
三
洋
行
等
事
件
に
関
す
る
損
害
賠
償
を
拒
否
す
る
回
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（
則
）

答
を
行
っ
た
。
北
京
で
の
交
渉
で
必
も
再
度
両
者
の
主
張
は
対
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。

（
醜
）

し
か
し
、
一
九
一
一
○
年
六
月
一
五
日
小
幡
日
本
公
使
が
照
会
で
再
度
損
害
賠
償
を
要
求
す
る
と
、
北
京
外
交
部
の
態
度
が
変
化
す
る
こ

と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
公
使
の
度
重
な
る
要
求
を
う
け
た
北
京
外
交
部
は
事
件
へ
の
対
応
を
再
度
検
討
し
、
湖
南
交
渉
員
に
事
件

を
調
査
し
日
本
領
事
と
協
議
す
る
よ
う
命
令
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
れ
は
、
実
質
的
に
は
あ
る
程
度
日
本
側
の
主
張
に
配
慮
し
て
交

渉
を
行
い
妥
協
を
め
ざ
す
こ
と
を
湖
南
交
渉
員
に
命
じ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
北
京
政
府
が
新
た
な
決
定
を
下
し
た
ま
さ
に
こ
の
時
点
で
、
湖
南
省
の
政
治
状
況
が
激
変
し
、
本
件
外
交
交
渉
を
め
ぐ
る

枠
組
み
そ
の
も
の
が
大
き
く
変
化
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
一
八
年
以
来
北
洋
系
勢
力
の
統
治
下
に
あ
っ
た
湖
南
で
は
、
一
九
二
○
年
六

月
諏
延
閏
が
指
導
す
る
湖
南
地
方
勢
力
が
武
力
で
湖
南
へ
の
支
配
を
回
復
し
、
湖
南
督
軍
兼
省
長
の
張
敬
尭
は
失
脚
し
逃
亡
し
た
。
張
に

か
わ
っ
て
湖
南
省
長
兼
督
軍
に
就
任
し
た
の
は
湖
南
地
方
勢
力
の
中
心
人
物
で
あ
る
讃
延
闘
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
成
立
し
た
新
た
な
湖
南

省
政
府
は
護
法
運
動
に
参
加
し
、
広
東
政
府
を
中
華
民
国
の
正
統
の
（
］
の
、
葺
日
貝
の
）
中
央
政
府
と
し
て
承
認
し
、
北
京
政
府
の
正
統
性

（
鋼
）

（
］
の
的
昼
日
四
。
】
）
を
否
定
し
た
。
従
っ
て
、
北
京
政
府
を
中
央
政
府
、
湖
南
省
政
府
を
地
方
政
府
と
位
置
づ
け
る
構
造
そ
の
も
の
が
崩
壊

し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
北
京
外
交
部
は
現
地
湖
南
当
局
（
省
政
府
及
び
交
渉
署
）
と
の
連
絡
ル
ー
ト
さ
え
も
失
う
結
果
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
北
京
外
交
部
は
丸
三
洋
行
等
事
件
に
関
す
る
前
述
の
一
九
二
○
年
六
月
の
決
定
を
実
行
に
移
す
こ
と

（
鈍
）

が
で
き
ず
、
本
件
外
交
交
渉
を
放
置
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
一
年
が
経
過
し
た
一
九
二
一
年
四
月
八
日
、
在
北
京
日
本
公
使
小
幡
酉
吉
は
照
会
を
北
京
外
交
部
外
交
総
長
顔
恵
慶
に
送
り
、

（
鍋
）

丸
一
二
洋
行
等
へ
の
損
害
賠
償
を
再
度
要
求
し
た
。
そ
の
内
容
は
一
年
前
の
要
求
と
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
。
再
度
日
本
政
府
の
要
求
を
受

け
た
北
京
外
交
部
は
対
応
に
苦
慮
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
湖
南
の
政
治
情
況
は
変
化
し
て
お
ら
ず
、
外
交
交
渉
の
前
提
と
な
る

北
京
政
府
期
に
お
け
る
中
央
外
交
と
地
方
外
交
（
一
九
一
九
～
一
一
○
）
（
塚
本
）

一
九
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二
○

中
央
１
地
方
政
府
関
係
自
体
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
情
況
で
は
北
京
外
交
部
は
湖
南
交
渉
署
と
の
連
絡
ル
ー
ト
す

ら
回
復
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
再
度
の
日
本
公
使
の
要
求
を
北
京
政
府
は
放
置
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
な
ん
ら
か
の
回
答
を
行
う

必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
北
京
外
交
部
は
湖
南
に
隣
接
す
る
湖
北
交
渉
員
（
湖
南
と
は
異
な
り
湖
北
は
北
洋
系
勢
力
の
支
配
下
に
あ
り

護
法
陣
営
に
は
属
し
て
い
な
い
）
に
、
湖
南
交
渉
員
と
協
議
の
上
丸
三
洋
行
等
日
本
商
店
破
壊
事
件
を
調
査
し
、
在
長
沙
日
本
領
事
館
あ

る
い
は
在
漢
ロ
日
本
総
領
事
と
の
外
交
交
渉
で
こ
の
事
件
を
解
決
す
る
よ
う
命
じ
た
。
湖
北
交
渉
員
は
湖
南
交
渉
員
と
の
間
に
連
絡
ル
ー

（
鋪
）

卜
を
持
っ
て
い
た
か
ら
、
北
京
外
交
部
は
こ
の
ル
ー
ト
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
．

『
中
華
民
国
外
交
槽
睾
ご
○
三
－
一
一
一
一
一
一
’
一
○
七
②
「
顎
、
湘
、
皖
排
日
償
案
」
と
○
一
一
一
’
一
一
一
三
－
一
一
六
⑪
「
湖
南
排
日
風
潮
案
」

に
は
、
こ
れ
以
降
の
丸
三
洋
行
等
破
壊
事
件
に
関
す
る
外
交
交
渉
の
資
料
は
見
あ
た
ら
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
後
丸
三
洋
行
等
破
壊
事
件

が
ど
の
よ
う
に
決
着
し
た
の
か
現
在
の
と
こ
ろ
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

さ
て
、
丸
三
洋
行
等
破
壊
事
件
の
外
交
的
処
理
を
検
討
す
る
と
、
全
体
と
し
て
は
在
長
沙
日
本
領
事
館
と
湖
南
交
渉
署
と
の
地
方
外
交

交
渉
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
こ
の
丸
三
洋
行
等
破
壊
事
件
は
、
筆
者
が
か
つ
て
取
り
上
げ
た
福
州
事
件
と
は
異

な
り
、
日
中
間
の
重
大
な
外
交
問
題
に
発
展
す
る
可
能
性
は
低
か
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
丸
三
洋
行
等
破
壊
事
件
を
処
理
す
る
場
合
、
地

方
外
交
交
渉
は
比
較
的
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
同
じ
く
重
要
性
が
低
い
事
件
の
な
か
で
も
、
二
で
と
り
あ
げ
た
符
契
殴
打
事
件
や
大
石
洋
行
事
件
の
処
理
事
件
と
は
、
こ

の
丸
三
洋
行
事
件
の
処
理
法
法
は
異
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
符
契
殴
打
事
件
や
大
石
洋
行
事
件
は
す
べ
て
長
沙
に
お
け
る
領
事
館
と

交
渉
署
と
の
地
方
外
交
交
渉
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
、
北
京
の
中
央
外
交
交
渉
は
ま
っ
た
く
何
の
役
割
も
果
た
し
て
い
な
い
。
こ
れ
と
比
較

す
る
と
、
九
一
一
一
洋
行
事
件
の
処
理
に
お
い
て
は
交
渉
の
第
一
段
階
と
第
三
段
階
に
お
い
て
、
中
央
外
交
交
渉
が
あ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
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以
上
の
よ
う
な
事
件
処
理
方
式
の
相
違
が
生
ま
れ
た
第
一
の
原
因
は
、
事
件
の
重
要
性
の
あ
る
程
度
の
相
違
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
丸

三
洋
行
等
破
壊
事
件
は
福
州
事
件
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
も
の
の
、
符
契
事
件
や
大
石
洋
行
事
件
と
比
べ
れ
ば
重
要
度
の
高
い
事
件
で
あ

っ
た
か
ら
、
領
事
と
交
渉
員
の
地
方
外
交
交
渉
で
す
べ
て
の
事
件
処
理
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
具
体
的
に
は
言
え
ば
、
符
契
事

件
と
大
石
洋
行
事
件
は
少
数
の
個
人
の
み
が
関
係
す
る
事
件
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
丸
三
洋
行
等
破
壊
事
件
は
百
名
以
上
の
中
国
人
学

生
が
関
係
す
る
比
較
的
大
規
模
な
事
件
で
あ
り
、
事
件
発
生
当
時
常
徳
の
情
況
は
相
当
緊
張
し
た
。
従
っ
て
、
日
本
政
府
は
事
件
発
生
後

直
ち
に
在
北
京
曰
本
公
使
館
と
北
京
外
交
部
と
の
外
交
チ
ャ
ネ
ル
を
用
い
て
、
中
国
政
府
に
常
徳
に
お
け
る
排
日
運
動
へ
の
取
締
の
強
化

を
要
求
し
た
。
日
本
政
府
の
立
場
か
ら
す
る
と
こ
れ
は
有
効
な
方
法
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
結
果
湖
南
地
方
当
局
は
排
日
運
動
へ

の
取
締
を
強
化
し
た
か
ら
で
あ
る
。

第
二
の
原
因
は
日
本
政
府
の
選
択
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
事
件
発
生
直
後
北
京
中
央
政
府
に
排
日
運
動
へ
の
取
締
の
強
化
を
申
し
入
れ

た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
在
長
沙
日
本
領
事
館
と
湖
南
交
渉
署
と
の
地
方
外
交
交
渉
で
損
害
賠
償
の
獲
得
と
い
う
目
標
を
達
成
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
日
本
政
府
は
、
外
交
交
渉
の
行
き
詰
ま
り
を
打
開
す
る
た
め
に
、
も
う
一
つ
の
外
交
チ
ャ
ネ
ル
で
あ
る
在
北
京
日

本
公
使
館
と
北
京
外
交
部
と
の
交
渉
を
再
度
用
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
決
定
の
背
景
に
は
、
安
徽
派
と
直
隷
派
の
対
立
と
い
う
中
国
側

で
の
派
閥
問
題
へ
の
考
慮
が
あ
っ
た
。

な
お
、
最
後
に
丸
三
洋
行
事
件
の
背
後
に
は
こ
の
派
閥
政
治
の
問
題
に
加
え
て
、
広
東
政
府
と
護
法
運
動
と
い
う
複
雑
な
問
題
が
あ
っ

た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
二
つ
の
問
題
は
丸
三
洋
行
等
破
壊
事
件
の
処
理
方
式
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。

（
応
）
大
正
八
年
五
月
一
一
七
日
、
在
長
沙
八
木
領
事
代
理
ヨ
リ
内
田
外
務
大
臣
宛
、
第
一
八
号
電
（
Ｍ
Ｔ
三
・
一
一
一
・
八
・
五
Ⅲ
）
。
大
正
八
年
五
月
二
九
日
、
在

北
京
政
府
期
に
お
け
る
中
央
外
交
と
地
方
外
交
（
一
九
一
九
～
二
○
）
（
塚
本
）

一
一
一

る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
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（
別
）
発
国
務
院
函
、
民
国
八
年
五
月
三
一
日
、
「
常
徳
沙
市
等
属
日
僑
襲
撃
事
件
垳
件
」
（
○
一
一
一
’
三
三
’
’
’
六
Ⅲ
）
。
発
湖
南
督
軍
・
特
派
員
電
、
民
国

八
年
五
月
三
一
日
、
「
常
徳
排
日
挙
動
及
日
商
被
撃
事
」
（
○
一
一
一
－
三
三
－
一
一
六
川
）
。

（
皿
）
収
国
務
院
函
（
公
函
第
九
三
三
号
）
、
民
国
八
年
六
月
一
一
一
日
、
「
湖
南
常
徳
日
商
店
被
損
段
事
抄
送
張
督
軍
来
電
由
付
件
」
〈
○
三
’
三
一
一
一
－
一
一
六
Ⅲ
）
。

収
国
務
院
交
抄
張
敬
尭
来
電
一
件
、
民
国
八
年
六
月
五
日
、
「
常
徳
排
日
事
已
厳
防
維
由
存
司
」
（
○
一
一
Ｔ
一
一
一
三
’
一
一
六
Ⅲ
）
）
。
収
陸
軍
部
杏
、
民
国
八
年
六

月
五
日
、
「
常
徳
排
日
事
已
転
鎮
保
護
由
」
（
○
三
’
三
三
’
一
一
六
Ⅲ
）
。

（
皿
）
発
陸
弁
公
処
函
、
民
国
八
年
六
月
五
日
、
「
湖
南
常
徳
排
日
風
潮
事
」
〈
○
三
－
三
三
－
一
一
六
Ⅲ
）
。
収
参
陸
弁
公
処
函
、
民
国
八
年
六
月
八
日
、
「
常
徳

排
日
風
潮
事
」
（
○
三
’
三
三
’
’
一
六
Ⅲ
）
。
収
国
務
院
函
、
民
国
八
年
六
月
一
七
日
、
「
常
徳
排
日
事
抄
送
凝
旅
長
事
来
電
由
附
件
」
（
○
一
一
一
’
一
一
一
一
一
一
’
’

’
六
Ⅲ
）
。
大
正
八
年
六
月
一
日
、
八
木
領
事
代
理
ヨ
リ
内
田
外
務
大
臣
宛
、
第
二
二
号
電
（
Ｍ
Ｔ
ｌ
一
一
・
三
・
八
・
五
川
）
。

（
鍋
）
大
正
八
年
七
月
一
一
六
日
、
在
長
沙
領
事
代
理
八
木
元
八
ヨ
リ
外
務
大
臣
内
田
康
哉
宛
、
機
密
信
第
四
六
号
（
Ｍ
Ｔ
三
・
三
・
八
・
五
側
）
。

（
型
）
抄
来
復
日
領
函
、
民
国
八
年
八
月
一
一
六
日
（
○
一
一
一
－
三
三
－
一
○
七
②
）
。

（
躯
）
収
日
本
公
使
館
照
会
一
件
、
民
国
九
年
五
月
一
一
一
日
、
「
請
即
決
去
年
五
月
常
徳
日
商
損
害
賠
償
案
」
（
ｏ
’
’
’
’
三
一
一
一
－
一
一
六
（
１
）
）
。
抄
来
日
領
第
一

五
五
号
公
函
、
一
○
月
一
日
復
日
領
函
、
妙
来
二
月
六
日
々
領
来
函
、
妙
来
二
月
九
日
復
日
領
事
函
（
○
一
一
Ｔ
一
一
一
三
－
一
○
七
②
）
。

（
妬
）
照
抄
致
曰
領
事
函
、
民
国
九
年
四
月
二
九
日
（
○
一
一
一
－
一
一
一
一
一
一
－
一
○
七
②
）
。
照
抄
致
美
領
事
函
、
民
国
九
年
四
月
二
九
日
（
○
一
一
一
’
一
一
一
三
－
一
○
七
個
）
。

照
抄
致
英
領
事
函
、
民
国
九
年
四
月
二
九
日
（
○
三
’
三
一
一
一
’
一
○
七
②
）
。
照
抄
致
英
領
事
函
、
民
国
九
年
四
月
一
一
一
○
日
（
○
三
’
三
一
一
一
’
一
○
七
②
）
。
照

抄
致
英
領
事
函
、
民
国
九
年
五
月
五
日
（
○
三
’
三
三
’
一
○
七
②
）
。
照
抄
英
領
事
復
函
、
民
国
九
年
五
月
二
一
一
日
（
○
一
一
一
－
三
一
一
一
’
’
○
七
②
）
。
照
抄
復

日
領
事
函
、
民
国
九
年
五
月
一
○
日
（
○
三
’
一
一
一
一
一
一
’
’
○
七
②
）
。
大
正
九
年
四
月
二
一
日
、
在
長
沙
池
永
領
事
代
理
ヨ
リ
内
田
外
務
大
臣
宛
、
第
二
四
号

⑮
）
前
掲
、
瀬
川
総
領
事
、
第
七
二
号
電
。

法
学
志
林
第
九
十
五
巻
第
三
号

一一一一

長
沙
八
木
領
事
代
理
ヨ
リ
内
田
外
務
大
臣
宛
第
二
○
号
電
〈
Ｍ
Ｔ
三
・
三
・
八
・
五
⑩
）
。
大
正
八
年
六
月
二
五
日
、
在
長
沙
八
木
領
事
代
理
ヨ
リ
内
田
外
務

大
臣
宛
、
公
信
第
九
九
号
（
『
日
本
外
交
文
書
大
正
八
年
第
二
冊
下
』
’
’
’
二
八
～
一
三
一
九
頁
）
。

（
Ⅳ
）
大
正
九
年
四
月
七
日
、
在
長
沙
領
事
代
理
池
永
林
一
ヨ
リ
外
務
大
臣
内
田
康
哉
、
機
密
信
第
八
号
（
Ｍ
Ｔ
一
一
一
・
三
・
八
・
五
Ⅲ
）
。

（
旧
）
大
正
八
年
五
月
二
八
日
、
在
漢
口
瀬
川
総
領
事
ヨ
リ
内
田
外
務
大
臣
宛
、
第
七
二
号
電
（
『
日
本
外
交
文
書
大
正
八
年
第
二
冊
下
』
一
二
一
一
頁
）
。
発

国
務
院
函
、
民
国
八
年
五
月
一
一
一
一
日
、
「
常
徳
沙
市
等
処
日
僑
商
襲
撃
事
」
（
○
’
一
一
’
一
一
一
三
’
’
’
六
（
１
）
）
。
収
国
務
院
函
、
民
国
八
年
六
月
三
日
、
「
湖
南

常
徳
日
本
商
店
被
損
穀
事
抄
送
張
督
軍
来
電
由
付
件
」
（
○
一
一
一
’
三
一
一
一
’
一
一
六
（
１
）
）
。
収
国
務
院
交
抄
張
敬
尭
来
電
一
件
、
民
国
八
年
六
月
五
日
、
「
常

徳
排
日
事
已
厳
防
維
持
存
司
」
（
○
三
’
三
三
’
一
一
六
（
１
）
）
。
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日
系
の
船
会
社
日
清
汽
船
は
、
漢
口
（
湖
北
省
）
か
ら
湖
南
省
の
長
沙
及
び
湘
潭
と
の
間
に
大
型
汽
船
を
運
航
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

一
九
一
九
年
の
春
以
降
五
四
運
動
を
を
き
っ
か
け
に
活
発
と
な
っ
た
日
貨
排
斥
運
動
の
影
響
を
受
け
て
、
日
清
汽
船
は
大
き
な
損
失
を
出

（
訂
）

す
情
況
が
続
い
た
。
以
上
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
一
九
二
○
年
四
月
一
五
日
、
日
清
汽
船
の
武
陵
丸
は
海
産
物
な
ど
を
を
積
ん
で
長
沙

北
京
政
府
期
に
お
け
る
中
央
外
交
と
地
方
外
交
（
一
九
一
九
～
一
一
○
）
（
塚
本
）

一一一一一

（
”
）
前
掲
、
大
正
九
年
四
月
七
日
、
機
密
信
第
八
園
冤

（
配
）
前
掲
、
収
日
本
公
使
館
照
会
一
件
、
民
国
九
年
五
月
一
二
日
。
収
日
本
公
使
函
「
補
送
日
商
丸
三
新
隆
宏
毅
等
洋
行
索
償
案
中
之
合
同
抄
本
請
加
人
前
次

照
会
由
」
（
○
一
一
一
－
一
一
一
一
一
Ｔ
’
’
六
⑪
）
。

（
鯛
）
発
湖
南
督
軍
兼
省
長
杏
・
湖
南
特
派
員
訓
令
、
民
国
九
年
五
月
一
八
日
（
○
三
’
三
一
一
一
’
一
一
六
Ⅲ
）
。

（
釦
）
収
湖
南
交
渉
員
呈
一
件
、
民
国
九
年
五
月
一
一
一
一
日
、
「
妙
送
常
徳
排
日
一
案
鬮
由
」
（
○
一
一
一
’
三
三
’
’
一
六
⑪
）
。

や
や
遅
れ
て
六
月
八
日
に
は
湖
南
省
長
か
ら
の
報
告
が
北
京
外
交
部
に
届
い
た
。
そ
の
内
容
は
湖
南
交
渉
員
の
報
告
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
（
収
湖
南
省
長
苔
一

件
、
民
国
九
年
六
月
九
日
、
「
常
徳
日
商
丸
三
洋
行
等
受
損
賠
償
案
照
復
査
照
由
、
○
一
一
一
’
三
三
’
’
’
六
川
）
。

（
則
）
発
日
本
小
幡
公
使
照
会
、
民
国
九
年
六
月
九
日
、
「
常
徳
日
商
丸
三
洋
行
等
受
損
償
賠
案
照
復
査
照
由
」
（
○
三
－
三
三
’
一
一
六
Ⅲ
）
。

（
躯
）
収
日
本
小
幡
公
使
照
会
一
件
、
民
国
九
年
六
月
一
八
日
、
「
常
徳
日
商
損
失
事
」
（
○
一
一
一
’
一
一
一
三
’
一
一
六
Ⅲ
）
。

菊
）
塚
本
『
湖
南
』
八
八
～
九
六
頁
。

（
弧
）
発
湖
北
特
派
交
渉
員
函
、
民
国
一
○
年
四
月
一
二
日
、
「
常
徳
日
商
九
三
等
号
受
損
案
請
治
査
明
商
結
由
」
（
○
一
一
一
’
一
一
一
一
一
一
’
一
一
六
⑪
）
。

（
弱
）
収
日
本
使
館
照
会
一
件
、
民
国
一
○
年
四
月
八
日
、
「
関
於
湖
南
常
徳
日
商
店
損
失
賠
償
事
請
行
知
該
官
憲
速
解
決
見
復
由
」
（
○
’
一
一
’
三
三
－
’
’
六

（
鍋
）
前
掲
、
発
湖
北
交
渉
員
函
、
民
国
一
○
年
四
月
二
一
日
。

電
（
Ｍ
Ｔ
一
一

八
・
五
⑨
）
。

(1) 
－戸

。

Ｂ
日
清
汽
船
貨
物
引
渡
妨
害
事
件

（
Ｍ
Ｔ
一
一
一
・
三
・
八
・
五
側
）
。
大
正
九
年
五
月
一
一
日
、
在
長
沙
領
事
代
理
池
永
林
一
ヨ
リ
外
務
大
臣
内
田
康
哉
宛
、
公
信
第
四
四
号
（
Ｍ
Ｔ
一
一
一
・
一
一
一
・
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法
学
志
林
第
九
十
五
巻
第
三
号

二
四

港
に
入
港
し
た
。
し
か
し
、
日
貨
排
斥
運
動
の
影
響
を
受
け
て
当
該
海
産
物
を
積
み
卸
し
、
中
国
商
人
に
引
き
渡
す
こ
と
が
不
可
能
な
情

況
と
な
っ
た
。
こ
の
事
態
が
発
生
し
た
後
、
現
地
長
沙
の
日
本
領
事
代
理
池
永
林
一
は
、
湖
南
当
局
に
武
陵
丸
積
み
荷
の
荷
揚
げ
へ
の
妨

害
を
中
止
す
る
よ
う
要
求
し
、
こ
こ
に
在
長
沙
日
本
領
事
館
と
湖
南
交
渉
署
と
の
外
交
交
渉
が
始
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、

池
永
領
事
代
理
は
照
会
（
四
月
二
七
日
付
第
五
○
号
）
で
、
湖
南
交
渉
員
朱
孝
威
に
武
陵
丸
か
ら
の
荷
物
の
積
み
卸
し
を
保
護
す
る
よ
う

要
請
し
た
。
こ
の
要
請
に
対
し
て
、
朱
交
渉
員
は
四
月
三
○
日
、
省
長
公
署
が
相
当
の
処
理
を
行
う
と
の
回
答
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
池

永
領
事
は
こ
の
回
答
に
満
足
せ
ず
、
再
度
照
会
（
五
月
五
日
付
第
五
八
号
）
で
、
湖
南
当
局
に
日
貨
排
斥
運
動
を
取
締
り
、
武
陵
丸
の
積

み
荷
の
積
み
卸
し
へ
の
妨
害
を
停
止
さ
せ
る
よ
う
要
求
し
た
。
池
永
領
事
は
交
渉
員
の
み
な
ら
ず
張
敬
尭
省
長
兼
督
軍
と
直
接
会
見
し
、

（
鑓
）

武
陵
丸
の
積
み
荷
の
荷
揚
げ
へ
の
妨
害
を
停
止
さ
せ
る
よ
う
要
求
し
た
。

在
長
沙
日
本
領
事
館
と
湖
南
交
渉
署
と
の
外
交
交
渉
が
長
沙
で
行
わ
れ
る
の
と
平
行
し
て
、
北
京
で
は
北
京
外
交
部
と
日
本
公
使
館
と

の
外
矛
交
交
渉
が
行
わ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
四
月
二
七
日
在
長
沙
池
永
領
事
は
、
電
報
で
在
北
京
日
本
公
使
小
幡
酉
吉
に
日
清
汽
船

武
陵
丸
の
積
み
荷
積
み
卸
し
妨
害
事
件
に
関
す
る
報
告
を
行
っ
た
。
そ
し
て
同
時
に
、
北
京
外
交
部
に
武
陵
丸
か
ら
の
荷
物
の
引
渡
へ
の

妨
害
を
停
止
す
る
よ
う
要
求
す
る
こ
と
で
、
北
京
中
央
政
府
か
ら
湖
南
省
政
府
に
日
貨
排
斥
運
動
へ
の
取
締
り
を
強
化
す
る
よ
う
よ
う
に

（
鍋
）

と
の
命
令
を
下
さ
せ
る
こ
と
を
要
請
し
た
。
池
永
領
事
の
電
報
を
受
け
取
っ
た
在
北
京
小
幡
公
使
は
、
北
京
外
交
部
外
一
父
総
長
に
宛
て
て

照
会
（
五
月
四
日
付
第
一
○
一
号
）
を
送
り
、
日
貨
排
斥
団
体
の
妨
害
に
よ
り
日
系
船
会
社
日
清
汽
船
か
ら
の
積
み
荷
の
引
渡
が
不
可
能

〈
蛆
）

な
情
況
に
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
湖
南
省
長
兼
督
軍
に
日
貨
排
斥
運
動
へ
の
取
締
り
を
強
化
す
る
よ
う
命
令
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。

北
京
外
交
部
は
直
ち
に
湖
南
当
局
（
省
長
と
交
渉
員
）
に
日
本
公
使
の
前
記
照
会
を
伝
達
し
、
も
し
日
清
汽
船
か
ら
の
積
み
荷
の
引
渡

へ
の
妨
害
が
事
実
で
あ
る
な
ら
、
事
情
を
調
査
し
た
後
日
清
汽
船
の
積
み
荷
の
引
渡
へ
の
妨
害
を
停
止
す
る
よ
う
、
省
長
に
要
請
し
、
交
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渉
員
に
命
令
し
た
。
北
京
政
府
の
働
き
か
け
を
受
け
た
湖
南
省
政
府
は
、
五
月
初
め
に
日
貨
排
斥
運
動
へ
の
取
締
り
を
強
化
し
た
。
こ
の

結
果
、
武
陵
丸
上
の
貨
物
の
大
部
分
の
積
み
卸
し
が
可
能
と
な
り
、
中
国
人
商
人
に
引
き
渡
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
日
清
汽
船
積
み

荷
引
渡
妨
害
事
件
は
現
地
で
は
実
質
的
に
解
決
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
五
月
二
日
、
池
永
領
事
代
理
は
東
京
の
外
務
省
本
省
に
日
清
汽
船

（
狐
）

積
み
荷
引
渡
妨
害
事
件
は
す
で
に
解
決
し
た
と
報
告
し
た
。
残
さ
れ
た
問
題
は
事
件
の
外
交
的
決
着
を
は
か
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
九
二

（
蛇
）

○
年
五
月
一
一
二
日
、
本
件
に
関
す
る
湖
南
交
渉
員
の
報
告
が
書
簡
で
北
京
外
交
部
に
到
着
し
た
。
現
地
か
ら
の
報
告
を
受
け
た
北
京
外
交

部
は
、
六
月
七
日
照
会
で
長
沙
に
お
け
る
日
清
汽
船
積
み
荷
引
渡
妨
害
事
件
に
関
し
て
日
本
公
使
に
回
答
を
行
っ
た
。
こ
の
照
会
に
お
い

て
、
北
京
外
交
部
は
湖
南
省
長
が
省
会
警
察
庁
に
日
清
汽
船
積
み
荷
引
渡
妨
害
事
件
を
調
査
し
処
理
す
る
よ
う
命
じ
た
こ
と
を
日
本
公
使

（
伯
）

に
報
告
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
本
事
件
は
外
交
的
に
も
決
着
し
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
ま
と
め
る
と
、
日
清
汽
船
積
み
荷
引
渡
妨
害
事
件
を
処
理
す
る
場
合
、
湖
南
交
渉
署
と
在
長
沙
日
本
領
事
館
と
の
地
方
外
交
交
渉

と
、
北
京
外
交
部
と
在
北
京
日
本
公
使
館
と
の
中
央
外
交
交
渉
が
、
同
時
に
進
行
し
事
件
は
解
決
し
た
。
本
事
件
は
福
州
事
件
の
よ
う
な

重
大
な
事
件
で
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
北
京
で
の
中
央
外
交
交
渉
が
比
較
的
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
第
一
の
原
因
は
日
本
政
府
の
選
択
で
あ
る
。
日
本
政
府
は
中
央
外
交
交
渉
を
選
択
し
、
北
京
外
交
部
に
要
求
し
て
湖
南
省
政

府
に
日
貨
排
斥
運
動
取
締
の
強
化
を
命
令
さ
せ
る
こ
と
で
そ
の
目
標
を
達
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。
丸
三
洋
行
事
件
の
場
合
と
同
じ
く
、
中

央
外
交
交
渉
を
選
択
す
る
こ
と
は
日
本
政
府
の
立
場
か
ら
す
る
と
有
効
な
方
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
の
理
由
は
、
両
国
関
係
全
体

を
揺
る
が
し
た
福
州
事
件
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
も
の
の
、
日
本
側
に
と
っ
て
は
本
事
件
の
重
要
性
は
相
当
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
本
事
件
そ
の
も
の
は
比
較
的
小
さ
な
事
件
で
あ
る
が
、
現
地
湖
南
の
み
で
営
業
す
る
小
規
模
な
日
本
商
人
と
は
異
な
り
、
日
本
政

府
に
も
影
響
力
を
有
す
る
大
会
社
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
一
九
一
九
年
春
に
始
ま
っ
た
日
貨
排
斥
運
動
は
日
清
汽
船
の
経
営
に
強
烈
な
打

北
京
政
府
期
に
お
け
る
中
央
外
交
と
地
方
外
交
二
九
一
九
～
二
○
）
（
塚
本
）

二
五
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さ
て
、
こ
の
日
清
汽
船
積
み
荷
引
渡
妨
害
事
件
の
処
理
法
法
は
、
長
沙
で
の
地
方
交
渉
と
北
京
で
の
中
央
交
渉
が
組
合
わ
さ
っ
た
形
で

処
理
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、
九
三
洋
行
等
破
壊
事
件
の
処
理
方
式
と
共
通
の
性
質
を
も
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
但
し
、
第
一
段
階
で
は
主

に
中
央
交
渉
、
第
二
段
階
で
は
地
方
交
渉
、
第
三
段
階
で
は
再
度
中
央
交
渉
と
い
う
丸
三
洋
行
等
破
壊
事
件
の
処
理
方
式
と
、
中
央
交
渉

と
地
方
交
渉
が
同
時
に
並
行
し
て
進
行
し
た
日
清
汽
船
事
件
の
処
理
方
式
で
は
、
地
方
外
交
交
渉
と
中
央
外
交
交
渉
の
具
体
的
な
組
合
わ

さ
り
方
は
異
な
っ
て
い
る
点
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

法
学
志
林
第
九
十
五
巻
第
三
号

撃
を
与
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

（
鍋
）
大
正
九
年
五
月
一
一
日
、
在
長
沙
領
事
代
理
池
永
林
一
ヨ
リ
外
務
大
臣
内
田
康
哉
宛
、
公
函
第
四
二
号
（
Ｍ
Ｔ
三
・
三
・
八
・
五
⑨
）
。

（
調
）
大
正
九
年
四
月
二
七
日
、
池
永
領
事
代
理
ヨ
リ
内
田
外
務
大
臣
宛
、
第
一
六
号
電
（
Ｍ
Ｔ
三
・
三
・
八
・
五
ｍ
）
。

（
㈹
）
収
日
本
公
使
照
会
、
民
国
九
年
五
月
一
二
日
、
「
請
取
締
湖
南
常
徳
排
日
運
動
由
」
（
○
一
一
Ｔ
三
三
’
一
一
六
川
）
。

（
伽
）
発
湖
南
督
軍
苔
・
湖
南
交
渉
員
訓
令
、
民
国
九
年
五
月
一
八
日
、
「
常
徳
排
日
事
」
（
○
一
一
一
’
三
三
’
一
一
六
川
）
。
池
永
領
事
、
前
掲
、
公
函
第
四
二
号
。

中
華
民
国
外
交
樹
案
に
は
、
一
九
二
○
年
五
月
一
八
日
に
発
せ
ら
れ
た
湖
南
省
長
兼
督
軍
宛
の
杏
と
湖
南
交
渉
員
宛
の
訓
令
が
存
在
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
在
長
沙
池
永
領
事
は
五
月
初
に
す
で
に
北
京
政
府
の
命
令
が
湖
南
省
政
府
に
到
着
し
た
こ
と
を
外
務
省
本
省
に
報
告
し
て
い
る
（
前
掲
、
池
永
領
事
、

公
函
第
四
二
号
）
。
従
っ
て
、
外
交
槽
案
中
に
は
存
在
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
五
月
一
八
日
の
苔
と
訓
令
と
同
一
内
容
の
電
文
が
、
五
月
初
め
に
湖
南
当
局

に
到
着
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
似
）
収
湖
南
朱
交
渉
員
呈
、
民
国
九
年
五
月
一
一
一
一
日
、
「
常
徳
排
日
由
」
（
○
三
－
三
三
’
’
’
六
Ⅲ
）
。

な
お
、
湖
南
省
長
の
報
告
は
や
や
遅
れ
て
遅
れ
て
六
月
八
日
北
京
外
交
部
に
到
着
し
た
（
収
湖
南
省
長
杏
一
件
、
民
国
九
年
六
月
八
日
、
「
常
徳
日
商
九
三
洋

行
等
受
損
索
償
賠
案
由
」
○
三
’
三
三
’
一
一
六
Ⅲ
〉
。

（
蝿
）
発
日
本
小
幡
公
使
照
会
、
民
国
九
年
六
月
七
日
、
「
長
沙
妨
阻
日
清
汽
船
交
貨
事
」
（
○
一
一
一
’
三
一
一
一
’
一
一
六
Ⅲ
）
。

（
師
）
大
正
八
年
七
月
二
八
日
、
在
長
沙
領
事
代
理
八
木
元
八
ヨ
リ
外
務
大
臣
内
田
康
哉
宛
、
公
信
第
一
三
一
号
（
Ｍ
Ｔ
三
・
三
・
八
・
五
Ⅶ
）
。
大
正
八
年
一

二
月
二
二
日
若
宮
逓
信
省
管
船
局
長
ヨ
リ
田
中
通
商
産
業
局
長
宛
（
『
日
本
外
交
文
轡
大
正
八
年
第
二
冊
下
』
一
四
九
○
～
一
四
九
一
頁
）
。
塚
本
『
湖
南
』
、

六
七
～
六
八
頁
。

一
ニ
ハ
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さ
て
、
一
九
一
九
年
の
時
点
で
湖
南
省
政
府
は
財
政
資
金
の
極
度
の
欠
乏
と
い
う
極
め
て
深
刻
な
財
政
問
題
に
直
面
し
て
い
た
。
こ
の

た
め
、
湖
南
省
政
府
は
資
金
確
保
の
た
め
に
省
営
の
第
一
紡
績
工
場
の
民
間
へ
の
売
却
を
め
ざ
し
、
一
連
の
行
動
を
開
始
す
る
。
ま
ず
、

一
九
一
九
年
六
月
、
省
政
府
は
湖
北
人
商
人
李
子
雲
へ
の
第
一
紡
績
工
場
の
払
い
下
げ
を
決
定
し
た
。
し
か
し
、
湖
南
の
各
種
団
体
（
法

団
及
び
公
団
）
は
強
力
な
反
対
運
動
を
展
開
し
た
た
め
、
李
子
雲
は
第
一
紡
績
工
場
の
購
入
を
断
念
し
た
。
次
に
省
政
府
は
一
九
一
九
年

八
月
第
一
紡
績
工
場
を
大
興
公
司
に
払
い
下
げ
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
し
か
し
今
回
も
湖
南
の
各
種
団
体
が
強
力
な
反
対
運
動
を
組
織
し

た
た
め
、
省
政
府
は
第
一
紡
績
工
場
を
大
興
公
司
に
売
却
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
湖
南
の
各
種
団
体
が
強
力
な
反
対
運
動
を
組
織

し
た
理
由
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
元
来
、
湖
南
資
本
が
組
織
し
た
華
実
有
限
公
司
（
株
式
会
社
）
と
湖
南
省
政
府
の
間
に
は
、

華
実
公
司
が
第
一
紡
績
工
場
の
経
営
を
請
け
負
う
と
の
契
約
が
存
在
し
た
。
し
か
し
、
第
一
紡
績
工
場
の
工
場
設
備
が
未
完
成
の
た
め
、

工
場
の
引
渡
が
一
九
年
に
至
る
も
実
現
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
第
一
紡
績
工
場
の
売
却
は
華
実
公
司
と
の
契
約
を
侵

（
Ｍ
）
 

害
す
る
こ
と
に
な
る
。
湖
南
人
は
第
一
紡
績
工
場
の
売
却
に
よ
っ
て
彼
ら
の
経
済
的
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

深
刻
な
財
政
難
に
悩
む
湖
南
省
政
府
は
、
二
度
の
失
敗
に
も
か
か
わ
ら
ず
三
度
第
一
紡
績
工
場
を
利
用
し
た
資
金
調
達
を
試
み
る
。
す

な
わ
ち
、
一
九
一
九
年
二
月
一
日
、
湖
南
省
政
府
は
日
本
企
業
東
亜
実
業
株
式
会
社
と
借
款
契
約
を
締
結
し
た
。
そ
の
内
容
は
以
下
の

北
京
政
府
期
に
お
け
る
中
央
外
交
と
地
方
外
交
二
九
一
九
～
一
一
○
）
（
塚
本
〉

二
七

異
に
す
る
。

こ
の
事
件
は
厳
密
に
言
う
と
日
中
両
国
人
間
に
発
生
し
た
衝
突
事
件
で
は
な
く
、
湖
南
省
政
府
が
日
本
企
業
か
ら
の
借
款
契
約
を
締
結

し
、
そ
の
借
款
契
約
を
め
ぐ
っ
て
発
生
し
た
事
件
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
論
文
で
取
り
上
げ
た
他
の
四
つ
の
事
件
と
は
若
干
そ
の
性
質
を

四
北
京
に
お
け
る
中
央
外
交
交
渉
で
処
理
さ
れ
る
事
件
ｌ
東
亜
実
業
株
式
会
社
借
款
事
件
Ｉ
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法
学
志
林
第
九
十
五
巻
第
三
号

二
八

通
り
で
あ
る
。
湖
南
省
政
府
は
第
一
紡
績
工
場
の
一
切
の
動
産
と
不
動
産
を
担
保
に
東
亜
実
業
株
式
会
社
か
ら
一
五
○
万
元
を
借
り
入
れ

る
。
借
款
の
期
限
は
一
五
年
、
利
息
は
年
利
九
厘
と
す
る
。
借
款
の
期
間
、
東
亜
実
業
は
第
一
紡
績
工
場
の
経
営
の
一
切
を
請
け
負
う
。

当
時
の
中
華
民
国
の
法
律
に
よ
る
と
、
外
国
か
ら
の
借
款
を
行
う
場
合
に
は
北
京
中
央
政
府
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
、

（
妬
）

本
件
契
約
の
な
か
に
北
京
中
央
政
府
の
承
認
を
得
て
は
じ
め
て
本
借
款
契
約
は
有
効
に
な
る
と
明
文
で
定
め
ら
れ
て
い
た
。
本
契
約
は
借

款
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
た
が
、
第
一
紡
績
工
場
の
経
営
権
を
民
間
企
業
に
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
湖
南
省
政
府
が
多
額
の
資
金
を
獲

得
す
る
と
い
う
点
で
は
、
工
場
の
民
間
へ
の
売
却
と
共
通
の
性
質
を
も
っ
て
い
た
。

さ
て
本
契
約
の
締
結
後
、
在
北
京
日
本
公
使
小
幡
酉
吉
は
書
簡
を
北
京
外
交
部
に
送
り
、
湖
南
省
政
府
と
東
亜
実
業
株
式
会
社
と
の
借

（
輔
）

款
契
約
を
北
京
政
府
が
い
つ
承
認
す
る
か
を
問
い
合
わ
せ
た
。
日
本
公
使
の
拳
曰
簡
を
受
け
取
っ
た
北
一
足
干
央
政
府
は
こ
の
借
款
に
関
す
る

検
討
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
る
。
借
款
に
関
す
る
問
題
は
本
来
は
財
政
部
の
管
轄
で
は
あ
る
が
、
本
件
は
実
業
に
深
く
か
か
わ
る
問
題
で

あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
国
務
会
議
（
内
閣
に
相
当
）
は
ま
ず
農
商
部
が
こ
の
借
款
契
約
を
審
査
す
る
と
の
決
定
を
下
し
た
。
こ
の
決
定
に

基
づ
い
て
審
査
を
開
始
し
た
農
商
部
は
、
借
款
の
条
件
が
湖
南
省
政
府
に
厳
し
い
こ
と
を
理
由
に
慎
重
に
審
査
を
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
九
二
○
年
一
月
一
五
日
、
華
実
公
司
の
発
起
人
が
北
京
外
交
部
外
交
総
長
に
宛
て
た
書
簡
が
北
京
外
交
部
に
到
着
す
る
。
彼
ら
は
、

日
本
公
使
に
宛
て
て
照
会
を
発
し
、
湖
南
省
政
府
と
東
亜
実
業
株
式
会
社
の
借
款
契
約
を
阻
止
し
、
か
つ
湖
南
省
長
兼
督
軍
張
敬
尭
に
こ

（
⑪
）
 

の
借
款
契
約
の
取
消
を
命
令
す
る
こ
と
を
北
京
外
交
部
に
要
請
し
た
。
さ
ら
に
、
湖
南
の
地
方
勢
力
は
様
々
な
チ
ャ
、
不
ル
を
通
し
て
北
京

（
鯛
）

中
央
政
府
に
こ
の
借
款
契
約
を
阻
止
す
る
よ
う
要
請
し
た
。
華
実
公
司
発
起
人
の
書
簡
を
受
け
と
っ
た
北
京
外
交
部
は
、
一
月
一
二
一
日
再

（
⑬
）
 

度
財
政
部
と
農
商
部
に
本
件
に
関
し
て
問
い
〈
□
わ
せ
を
行
い
、
同
時
に
本
件
へ
の
調
査
を
要
請
し
た
。

こ
の
外
交
部
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
、
’
九
二
○
年
二
月
六
日
財
政
部
は
農
商
部
の
決
定
を
転
送
す
る
形
で
東
亜
実
業
の
借
款
問
題
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に
解
答
を
行
っ
た
。
ま
た
、
二
月
一
三
日
に
は
農
商
部
は
直
接
外
交
部
に
報
告
を
送
付
し
た
。
農
商
部
の
本
借
款
に
関
す
る
決
定
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。
湖
南
省
政
府
と
東
亜
実
業
株
式
会
社
の
借
款
契
約
に
関
し
て
は
、
地
元
湖
南
で
は
強
力
な
反
対
運
動
が
存
在
し
、
か
つ

借
款
の
条
件
が
中
国
側
に
不
利
で
あ
る
（
具
体
的
に
は
日
本
企
業
東
亜
実
業
株
式
会
社
の
権
限
が
大
き
す
ぎ
る
）
の
で
、
農
商
部
と
し
て

は
本
契
約
を
即
座
に
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
財
政
部
は
即
座
に
湖
南
省
長
張
敬
尭
に
本
借
款
契
約
の
取
消
を
命
じ
る
べ

き
で
あ
り
、
ま
た
、
外
交
部
に
対
し
て
は
日
本
公
司
に
宛
て
て
照
会
を
発
し
、
日
本
企
業
が
本
件
借
款
を
実
行
す
る
の
を
阻
止
す
る
こ
と

を
求
め
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
北
京
中
央
政
府
は
湖
南
省
政
府
と
東
亜
実
業
と
の
借
款
契
約
を
阻
止
す
る
と
の
決
定
を
下
し
、
こ
れ
を
実

行
に
移
す
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
農
商
部
の
上
記
決
定
を
受
け
た
財
政
部
は
一
九
二
○
年
一
月
二
四
日
、
湖
南
省
長
兼
督
軍
に
対
し

（
釦
）

て
す
み
や
か
に
東
亜
実
業
と
の
借
款
契
約
を
取
り
消
し
、
農
商
部
に
報
告
す
る
よ
う
命
じ
た
。

さ
ら
に
、
’
九
二
○
年
二
月
一
八
日
、
北
京
外
交
部
は
公
函
に
よ
っ
て
在
北
京
日
本
公
使
館
に
以
下
の
通
り
申
し
入
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

華
実
公
司
と
湖
南
省
政
府
の
間
に
は
湖
南
第
一
紡
績
工
場
の
経
営
を
請
け
負
う
契
約
が
存
在
し
て
い
る
の
で
、
財
政
部
と
農
商
部
は
湖
南

省
政
府
と
東
亜
実
業
株
式
会
社
と
の
間
の
借
款
契
約
を
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
本
契
約
を
実
行
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
紛
争
の
発
生
を
避
け
る
た
め
に
、
、
日
本
企
業
東
亜
実
業
が
本
件
契
約
を
実
行
す
る
の
を
阻
止
す
る
よ
う
日
本
公
使
に
対

（
別
）

し
て
要
求
す
る
。
以
上
の
北
京
政
府
の
決
定
を
受
け
て
、
東
亜
実
業
借
款
事
件
を
解
決
す
る
外
交
交
渉
が
北
京
外
交
部
と
在
北
京
日
本
公

使
館
と
の
間
で
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

北
京
外
交
部
の
公
函
を
受
け
取
っ
た
在
北
京
日
本
公
使
館
は
、
’
九
二
○
年
三
月
二
日
付
照
会
第
五
九
号
に
よ
っ
て
、
湖
南
省
政
府

が
本
件
借
款
契
約
を
保
証
し
て
い
る
こ
と
と
外
国
商
人
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
北
京
政
府
に
対
し
て
湖
南
省
政
府
と

（
鼬
）

東
亜
実
業
株
式
会
社
と
の
借
款
契
約
を
直
ち
に
承
認
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
こ
の
日
本
公
使
の
照
会
を
受
け
取
っ
た
北
京
外
交
部
は
、

北
京
政
府
期
に
お
け
る
中
央
外
交
と
地
方
外
交
（
一
九
一
九
～
二
○
）
（
塚
本
）

二
九

Hosei University Repository



財
政
部
の
報
告
を
う
け
た
北
京
外
交
部
は
、
一
九
二
○
年
四
月
一
日
日
本
公
使
に
書
簡
で
以
下
の
回
答
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
湖
南

省
長
兼
督
軍
張
敬
尭
は
す
で
に
東
亜
実
業
株
式
会
社
と
の
借
款
契
約
を
取
り
消
し
た
の
で
、
本
件
借
款
契
約
を
履
行
す
る
こ
と
は
不
可
能

（
弱
）

で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
借
款
契
約
が
取
り
消
さ
れ
る
と
い
う
形
で
、
東
亜
実
業
株
式
会
社
借
款
事
件
は
解
決
し
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
以
上
総
合
す
る
と
東
亜
実
業
借
款
事
件
は
、
北
京
外
交
部
と
在
北
京
日
本
公
使
館
と
の
中
央
外
交
交
渉
の
み
に
よ
っ
て
処
理
さ

れ
、
解
決
さ
れ
た
。
本
事
件
に
お
い
て
は
当
該
事
件
が
発
生
し
た
地
元
湖
南
に
お
け
る
交
渉
署
と
日
本
領
事
館
と
の
地
方
外
交
交
渉
は
何

の
役
割
も
果
た
し
て
い
な
い
。
本
件
東
亜
実
業
借
款
事
件
は
福
州
事
件
な
ど
と
は
異
な
り
曰
中
間
の
重
大
な
外
交
問
題
に
発
展
す
る
可
能

性
は
必
ず
し
も
な
い
重
要
度
の
比
較
的
低
い
事
件
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
各
地
方
で
発
生
し
た
重
要
度
の
比
較
的
低
い
事
件
の
場
合
に
は
、

他
の
事
例
で
は
中
央
外
交
交
渉
が
同
時
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
場
合
が
あ
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
交
渉
署
と
領
事
館
の
地
方
外
交

交
渉
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
湖
南
交
渉
署
と
在
長
沙
日
本
領
事
館
と
の
地
方
外
交
交
渉
が
な
ん
ら
の
役
割
も
果
た

し
て
い
な
い
東
亜
実
業
株
式
会
社
借
款
事
件
の
処
理
方
式
は
、
本
論
文
で
扱
っ
た
五
つ
の
事
例
の
な
か
で
は
異
例
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
原
因
は
中
華
民
国
の
法
制
度
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
・
中
華
民
国
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
外
国
か
ら
借
款
を
行
う
場
合

法
学
志
林
第
九
十
五
巻
第
三
号

三
○

三
月
二
四
日
ま
ず
日
本
公
使
の
照
会
（
第
五
九
号
）
を
紹
介
し
た
後
、
湖
南
省
政
府
が
東
亜
実
業
と
の
借
款
契
約
を
す
で
に
取
り
消
し
た

（
兜
）

か
ど
う
か
を
財
政
部
と
農
商
部
に
問
い
合
わ
せ
た
。
こ
れ
に
答
え
て
一
一
一
月
一
一
九
日
外
交
部
に
到
着
し
た
財
政
部
の
回
答
は
以
下
の
通
り
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
湖
南
省
政
府
が
す
で
に
東
亜
実
業
と
の
借
款
契
約
の
取
消
を
宣
言
し
た
こ
と
を
湖
南
省
長
兼
督
軍
張
敬
尭
は
す
で

に
報
告
し
て
き
て
い
る
。
従
っ
て
、
北
京
中
央
政
府
が
本
件
借
款
契
約
の
取
消
を
要
求
し
、
本
件
借
款
契
約
中
に
北
京
中
央
政
府
の
承
認

を
条
件
と
し
て
初
め
て
本
契
約
は
効
力
を
発
す
る
と
い
う
明
文
が
あ
る
以
上
、
本
借
款
契
約
は
無
効
で
あ
り
、
問
題
が
発
生
す
る
余
地
は

（
別
）

＋
よ
っ
た
／
、
な
い
。
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に
は
、
北
京
政
府
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
借
款
問
題
を
地
方
交
渉
で
扱
う
こ
と
は
で
き
ず
、
北
京
外
交
部
と

在
北
京
公
使
館
と
の
中
央
交
渉
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
借
款
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
と
い
う
本
事
件
の
性
質

が
、
こ
れ
を
処
理
す
る
外
交
交
渉
の
方
式
を
決
定
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

（
翌
塚
本
『
湖
直
、
七
六
～
七
七
耳

（
運
湖
南
華
実
紡
紗
公
司
呈
一
住
民
国
九
年
一
月
一
五
日
、
「
請
阻
湖
南
紡
紗
廠
抵
借
日
款
事
附
件
」
（
附
件
「
湖
南
紡
紗
厳
借
款
合
回
、
民
国
八
年
一

一
月
一
日
付
）
（
○
一
一
一
－
二
○
’
三
八
③
）
。

（
妬
）
収
財
政
部
杏
、
民
国
九
年
二
月
六
日
、
「
湖
南
第
一
紗
廠
抵
借
日
款
事
抄
送
函
稿
希
照
会
阻
止
進
行
由
」
（
○
三
’
二
○
－
三
八
（
３
）
）
。

万
）
前
掲
、
遡
鯛
華
実
紡
紗
公
司
呈
一
住
民
国
九
年
一
月
一
五
日
。

（
鯛
）
収
衆
議
院
劉
塁
執
等
函
、
昌
国
九
年
二
月
一
一
一
日
、
「
湖
南
紗
廠
抵
借
日
款
事
」
（
○
三
－
一
一
○
－
一
一
一
八
③
）
。

（
鯛
）
発
財
政
・
農
商
部
杏
、
民
国
九
年
一
月
三
一
日
、
「
湘
省
紗
廠
抵
借
日
款
事
応
否
由
本
部
照
会
日
使
阻
止
進
行
杏
請
検
復
由
」
（
○
三
’
一
一
○
－
三
八
③
）
。

（
卯
）
前
掲
収
財
政
部
杏
、
民
国
九
年
二
月
六
日
。
収
恩
商
部
杏
、
民
国
九
年
二
月
一
三
日
、
「
関
於
湖
南
華
実
紡
紗
公
司
抵
借
日
款
事
請
照
会
日
便
阻
止
日

蘭
進
行
由
」
（
○
三
’
二
○
’
三
八
③
）
。

（
副
）
発
日
本
小
幡
公
司
函
、
民
国
九
年
二
月
一
八
日
、
「
遡
閏
紡
紗
廠
抵
借
日
金
野
識
阻
止
日
商
進
行
以
粁
瞳
緬
由
」
（
○
三
’
二
○
－
三
八
③
）
。

（
記
）
収
日
本
公
使
館
公
函
一
住
民
国
九
年
三
月
一
一
一
一
日
、
「
湖
南
第
一
紗
廠
抵
借
日
款
事
函
請
承
認
並
見
復
由
」
（
大
正
九
年
三
月
一
一
日
、
在
北
京
小
幡
公

司
ヨ
リ
外
交
総
長
宛
、
公
函
第
五
九
号
）
（
○
一
一
一
’
二
○
’
三
八
③
）
。

（
兜
）
発
財
政
・
農
商
部
吝
、
民
国
九
年
一
一
一
月
二
四
日
、
「
湖
南
第
一
紗
廠
抵
借
日
款
合
同
曽
否
由
該
廠
取
消
調
査
見
復
」
（
○
三
－
二
○
’
三
八
③
）
。

（
別
）
収
財
奴
部
苔
、
民
国
九
年
一
一
一
月
二
九
日
、
「
湖
南
等
第
一
紡
紗
廠
抵
借
日
款
案
抄
送
該
省
長
複
文
調
査
照
由
肘
件
」
（
○
三
’
二
○
’
三
八
③
）
。

（
弱
）
発
日
本
小
幡
公
使
函
、
民
国
九
年
四
月
一
日
、
「
湖
南
紡
紗
廠
抵
借
日
款
合
同
久
経
取
消
函
復
査
照
由
」
（
○
三
’
二
○
－
三
八
③
）
。

北
京
政
府
期
に
お
け
る
中
央
外
交
と
地
方
外
交
二
九
一
九
～
二
○
）
（
塚
本
）

三
一
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一
般
的
に
言
う
と
、
重
要
性
が
比
較
的
低
い
日
中
両
国
人
衝
突
事
件
を
処
理
す
る
場
合
、
全
体
と
し
て
は
地
方
交
渉
署
と
日
本
領
事
館

の
地
方
外
交
交
渉
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
北
京
外
交
部
と
在
北
京
公
使
館
と
の
中
央
外
交
交
渉
が
果
た
し
た
役
割
は
、
こ
れ
に

比
較
す
る
と
小
さ
か
っ
た
。
本
論
文
で
扱
っ
た
事
件
の
な
か
に
は
、
重
要
性
の
き
わ
め
て
低
い
事
件
で
は
あ
る
が
、
地
方
外
交
交
渉
の
み

に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
、
北
京
外
交
部
と
日
本
公
使
館
は
ま
っ
た
く
無
関
係
な
形
で
処
理
さ
れ
る
事
件
す
ら
存
在
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

地
方
外
交
の
存
在
と
こ
れ
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
中
華
民
国
の
中
央
政
府
と
地
方
政
府
の
関
係
の
あ

り
方
を
反
映
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
処
理
方
式
は
福
州
事
件
の
よ
う
な
両
国
関
係
全
体
揺
る
が
す
重
大
な
外
交
問
題
を
処
理
す
る
方

式
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
福
州
事
件
の
処
理
方
法
を
再
度
繰
り
返
せ
ば
、
地
方
交
渉
署
と
日
本
領
事
館
の
外
交
交
渉

の
果
た
し
た
役
割
は
比
較
的
低
く
、
北
京
外
交
部
と
日
本
公
使
館
の
中
央
外
交
交
渉
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
地
方
で
発
生
し
た
重
要
性
が
比
較
的
低
い
事
件
を
処
理
す
る
場
合
に
も
、
前
述
の
一
般
的
な
傾
向
に
は
例
外
が
存
在
し
、

北
京
外
交
部
が
あ
る
種
の
役
割
を
果
た
す
場
合
も
存
在
す
る
。
第
一
は
、
外
交
交
渉
の
当
事
者
が
中
央
外
交
交
渉
を
選
択
し
た
場
合
で
あ

る
。
具
体
的
に
言
う
と
、
当
事
者
（
中
国
の
省
政
府
あ
る
い
は
日
本
政
府
）
が
、
地
方
外
交
交
渉
に
不
満
を
持
つ
場
合
、
そ
の
目
標
を
達

っ
て
、
こ
こ
で
導
か
』

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

本
論
文
で
検
討
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
一
九
一
九
年
か
ら
二
○
年
に
湖
南
で
発
生
し
た
五
つ
の
事
件
の
処
理
方
式
の
み
で
あ
る
。
従

て
、
こ
こ
で
導
か
れ
る
結
論
は
も
ち
ろ
ん
最
終
的
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
中
間
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
暫
定
的
な
結
論
は

五
結
び 法
学
志
林
第
九
十
五
巻
第
三
号

一

一

￣ 

-

－ 
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地
方
で
発
生
し
た
重
要
性
が
比
較
的
低
い
事
件
処
理
に
お
い
て
、
中
央
外
交
交
渉
が
あ
る
役
割
を
果
た
す
第
二
の
原
因
は
中
華
民
国
の

制
度
で
あ
る
。
中
華
民
国
の
法
律
制
度
に
よ
れ
ば
、
あ
る
種
の
問
題
－
例
え
ば
外
国
か
ら
の
借
款
Ｉ
は
、
北
京
中
央
政
府
が
決
定
す
る
と

さ
れ
て
い
た
。
こ
の
種
の
問
題
は
地
方
外
交
交
渉
で
は
処
理
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
北
京
中
央
政
府
を
一
当
事
者
と
す
る
中
央
交
渉
が

極
め
て
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

以
上
以
前
の
論
文
で
取
り
あ
げ
た
福
州
事
件
と
総
合
し
て
見
る
と
、
地
方
外
交
交
渉
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
も
の
の
、
地
方

外
交
交
渉
が
完
全
に
中
央
外
交
交
渉
に
と
っ
て
か
わ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
外
交
に
お
い
て
は

北
京
政
府
は
無
視
で
き
な
い
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
内
政
面
か
ら
見
る
と
蓑
世
凱
の
死
後
の
こ
の
時
期
北
京
政
府

の
弱
体
化
が
進
行
し
て
い
た
の
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
北
京
政
府
が
外
交
面
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す

北
京
政
府
期
に
お
け
る
中
央
外
交
と
地
方
外
交
（
一
九
一
九
～
二
○
）
（
塚
本
）

一一一一一一

成
す
る
た
め
に
、
北
京
外
交
部
と
在
北
京
日
本
公
使
館
と
の
中
央
外
交
交
渉
を
選
択
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
は
相
手
方

は
こ
れ
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
事
件
を
解
決
す
る
中
央
外
交
交
渉
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
論
文
で
扱
っ
た
事
例
の
な
か

で
は
、
丸
三
洋
行
事
件
処
理
に
お
い
て
、
日
本
政
府
が
中
央
交
渉
を
選
択
し
て
い
る
。
ま
た
、
重
大
な
事
件
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
福
州

事
件
に
お
い
て
福
建
省
政
府
は
意
図
的
に
中
央
交
渉
を
選
択
し
て
い
る
。

中
央
外
交
交
渉
が
事
件
解
決
の
過
程
で
役
割
を
果
た
す
方
式
に
は
二
種
類
あ
る
。
一
つ
は
、
中
央
外
交
交
渉
に
よ
っ
て
直
接
問
題
を
解

決
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
方
式
は
、
ま
ず
中
央
外
交
交
渉
に
お
い
て
北
京
中
央
政
府
か
ら
地
方
当
局
（
省
政
府
な
い
し
交
渉

署
）
に
、
あ
る
い
は
日
本
公
使
館
か
ら
日
本
領
事
館
に
命
令
を
下
す
こ
と
を
要
求
し
、
し
か
る
の
ち
に
地
方
交
渉
署
と
領
事
館
の
地
方
外

交
交
渉
で
問
題
を
解
決
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
具
体
的
な
事
件
解
決
に
は
地
方
外
交
交
渉
が
重
要
な
役
割
を
果
た

す
こ
と
に
な
る
。

Hosei University Repository



法
学
志
林
第
九
十
五
巻
第
三
号

三
四

こ
と
が
で
き
た
理
由
の
一
つ
は
、
少
な
く
と
も
名
目
上
は
、
中
国
の
地
方
政
府
（
特
に
省
政
府
）
と
列
強
政
府
が
と
も
に
北
一
泉
政
府
を
中

華
民
国
の
中
央
政
府
と
し
て
承
認
し
て
い
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
主
権
国
家
体
系
の
原
則
に
お
い
て
は
、
中
央
政
府
の
み
が
対
外
的
に

国
家
を
代
表
し
、
外
交
を
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
中
国
の
地
方
政
府
も
列
強
政
府
も
北
京
政
府
の
外
交
面
で
の
地
位
を
否

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
時
期
中
国
に
は
こ
の
構
造
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
勢
力
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
広
東
の
中
華
民
国
政
府
と
護
法
省

で
あ
る
。
広
東
軍
政
府
と
護
法
省
は
北
京
政
府
の
中
華
民
国
中
央
政
府
と
し
て
の
正
統
性
（
」
の
、
量
目
、
ｑ
）
を
否
定
し
、
広
東
政
府
を

中
華
民
国
の
正
統
な
中
央
政
府
と
し
て
承
認
し
て
い
た
。
本
論
文
で
は
、
扱
っ
た
事
件
の
性
質
及
び
紙
幅
の
関
係
か
ら
、
原
則
的
に
は
こ

の
広
東
軍
政
府
と
護
法
省
の
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
は
避
け
た
。

本
論
文
で
取
り
上
げ
た
湖
南
で
発
生
し
た
日
中
両
国
人
衝
突
事
件
の
処
理
方
式
は
一
様
で
は
な
く
、
わ
ず
か
五
つ
の
事
件
の
処
理
の
な

か
に
様
々
な
処
理
一
々
式
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
交
渉
署
と
領
事
館
の
地
方
外
交
交
渉
の
み
で
事
件
を
処
理
す
る
方
式
も
あ
り
、
ま
た
北

京
外
交
部
と
在
北
京
公
使
館
と
の
中
央
外
交
交
渉
で
直
接
事
件
を
解
決
す
る
一
々
法
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
中
央
外
交
交
渉
と
地
方
外
交
交
渉

が
同
時
に
進
行
し
事
件
を
解
決
す
る
方
式
も
あ
る
。
そ
の
他
、
ま
ず
中
央
外
交
交
渉
に
お
い
て
北
京
中
央
政
府
が
地
方
政
府
に
命
令
す
る

よ
う
要
求
し
、
そ
の
後
交
渉
署
と
領
事
館
の
地
方
外
交
交
渉
に
よ
っ
て
事
件
を
解
決
す
る
方
式
も
あ
る
。
こ
の
他
に
、
ま
ず
地
方
外
交
交

渉
が
進
行
し
、
そ
の
後
地
方
外
交
交
渉
に
不
満
を
持
っ
た
日
本
政
府
が
中
央
外
交
交
渉
を
選
択
す
る
場
合
も
あ
る
。

以
上
論
じ
て
き
た
結
論
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
研
究
途
中
の
暫
定
的
な
も
の
に
留
ま
る
。
著
者
が
現
在
進
め
て
い
る
研
究
の
最
終

的
な
曰
穰
は
北
京
政
府
時
期
、
特
に
哀
世
凱
の
死
後
の
軍
閥
期
に
お
け
る
地
方
外
交
交
渉
の
と
中
央
外
交
交
渉
の
関
係
と
ひ
い
て
は
中
華

民
国
の
全
体
的
な
政
治
構
造
を
検
討
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
最
終
的
な
目
標
を
考
え
る
と
、
本
論
文
で
取
り
上
げ
た
五
つ
の
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事
件
の
分
析
の
射
程
は
極
め
て
小
さ
く
、
将
来
に
残
さ
れ
た
課
題
は
ま
だ
ま
だ
大
き
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
従
っ
て
、
著
者
は
今
後

も
よ
り
多
く
の
事
例
研
究
を
積
み
重
ね
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
地
方
で
発
生
し
た
、
い
か
な
る

内
容
の
事
件
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
処
理
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
る
も
の
と
考
え
る
。

（
な
お
、
本
稿
の
も
と
と
な
る
研
究
に
は
、
財
団
法
人
桜
田
会
、
平
成
八
年
度
政
治
研
究
助
成
を
受
け
た
。
）

五

Hosei University Repository


